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(57)【要約】
【課題】手術室等での被検体（患者）に対する診断又は
処置の状況を、所定領域内にいる患者の家族や医療関係
者に向けて、リアルタイムで放送する。
【解決手段】医療画像放送システムは、被検体の診断又
は処置に関わる動画像を撮影する少なくとも１つの撮影
装置と、該撮影装置から動画像を取得する携帯機器（４
８）とを有する。携帯機器（４８）は、所定領域内の通
信機器又は情報機器に向けて動画像をリアルタイムで放
送する画像放送部（１３０）を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の診断又は処置に関わる動画像を撮影する少なくとも１つの撮影装置と、前記撮
影装置から前記動画像を取得する携帯機器とを有し、
　前記携帯機器は、所定領域内の通信機器又は情報機器に向けて前記動画像をリアルタイ
ムで放送する画像放送部を備える
　ことを特徴とする医療画像放送システム。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムにおいて、
　前記携帯機器は、前記撮影装置から無線通信により前記動画像を受信する通信部をさら
に備え、
　前記画像放送部は、地上デジタルテレビ放送により前記動画像を前記所定領域内にリア
ルタイムで放送する
　ことを特徴とする医療画像放送システム。
【請求項３】
　請求項２記載のシステムにおいて、
　前記撮影装置は、前記被検体の内部の動画像を撮影する少なくとも１つの画像撮影装置
と、前記被検体の診断又は処置を行う場所の動画像を撮影する少なくとも１つのカメラと
である
　ことを特徴とする医療画像放送システム。
【請求項４】
　請求項３記載のシステムにおいて、
　前記画像撮影装置は、
　放射線源から前記被検体への前記放射線の照射と該被検体を透過した前記放射線の放射
線画像への変換とを繰り返し行うことにより前記放射線画像を連続的に取得する透視撮影
を行う放射線撮影装置と、
　前記被検体の内部の所望の部位への超音波の照射と該部位からの反射波の超音波画像へ
の変換とを繰り返し行うことにより前記超音波画像を連続的に取得する超音波診断装置と
、
　前記被検体の内部に挿入されて前記被検体の内部の光学画像を連続的に取得する内視鏡
装置と、
　のうち、少なくとも１つの装置である
　ことを特徴とする医療画像放送システム。
【請求項５】
　請求項４記載のシステムにおいて、
　前記放射線源及び前記放射線撮影装置は、制御装置又は前記携帯機器により制御可能で
あり、
　前記通信部は、前記制御装置との間で無線通信による信号の送受信が可能であり、前記
放射線撮影装置から無線通信により前記放射線画像を直接受信するか、又は、前記放射線
撮影装置から前記制御装置を介して無線通信により前記放射線画像を受信する
　ことを特徴とする医療画像放送システム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のシステムにおいて、
　前記携帯機器は、前記被検体に関わる被検体情報と前記動画像の撮影条件とをを暗号化
する暗号化処理部をさらに備え、
　前記画像放送部は、前記動画像と、暗号化された前記被検体情報及び前記撮影条件とを
前記所定領域内にリアルタイムで放送し、
　前記所定領域内の通信機器又は情報機器は、前記被検体情報及び前記撮影条件の復号化
を行って、前記画像、前記被検体情報及び前記撮影条件を閲覧可能な第１の機器、又は、
前記画像のみ閲覧可能な第２の機器である
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　ことを特徴とする医療画像放送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体の診断又は処置に関わる動画像を撮影し、撮影した動画像を放送する
医療画像放送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検体の診断又は処置に関わる動画像を撮影し、撮影した動画像を配信する技術が、例
えば、特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－４１６０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、例えば、手術室において、被検体である患者に対して医師（手術医）が手術
を行う場合、手術室の外に待機している患者の家族は、手術が終了するまでは患者と面会
することも叶わないため、当該患者の手術の進行状況等を知りたいという要望がある。ま
た、手術医としても、手術中に、他の医療関係者（医師）から適切な助言を受けたい場合
には、手術の進行状況等を該他の医療関係者に把握してもらう必要がある。さらに、医師
が熟練の手術医である場合には、他の医療関係者（例えば、研修医、医学生）としても、
当該手術医の熟練した手技を見て参考にしたいという要望がある。
【０００５】
　これらの要望に応えるためには、患者に対する手術を動画像として撮影し、撮影した動
画像を、患者の家族や他の医療関係者に向けて実況中継することが好ましい。このように
すれば、患者に対する手術が適切に行われているか否かも明確となる。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の技術は、被検体に対する診断又は処置を録画し、後日確認
したり、又は、患者の家族等に後日説明するという技術であるため、当該技術を手術室に
適用しても、撮影した動画像を患者の家族や他の医療関係者に向けて実況中継することが
できない。
【０００７】
　本発明は、上記の課題を解消するためになされたものであり、手術室等での被検体（患
者）に対する診断又は処置の状況を、所定領域内にいる患者の家族や医療関係者に向けて
、リアルタイムで放送することが可能となる医療画像放送システムを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る医療画像放送システムは、被検体の診断又は処置に関わる動画像を撮影す
る少なくとも１つの撮影装置と、前記撮影装置から前記動画像を取得する携帯機器とを有
し、前記携帯機器は、所定領域内の通信機器又は情報機器に向けて前記動画像をリアルタ
イムで放送する画像放送部を備えることを特徴としている。
【０００９】
　この構成によれば、前記被検体の診断又は処置に関わる動画像を、前記所定領域内の通
信機器又は情報機器に向けてリアルタイムで放送する。
【００１０】
　これにより、例えば、手術室において、前記被検体である患者に対して医師（手術医）
が手術を行っている場合に、前記撮影装置は、前記手術室又は前記手術の動画像（前記被
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検体の診断又は処置に関わる動画像）を撮影する。そして、前記画像放送部は、この動画
像を、医療機関内の待合室等（前記所定領域）に待機している被検体（患者）の家族が所
持し、且つ、放送受信機能を有する携帯電話機（通信機器）や、該医療機関内の手術室、
準備室又は会議室等（前記所定領域）にいる他の医療関係者（医師、研修医、医学生）が
所持し、且つ、放送受信機能を有する携帯電話機（通信機器）や、前記待合室、前記手術
室、前記準備室又は前記会議室等（前記所定領域）に設置されたディスプレイ等の表示装
置（情報機器）に配信することができる。
【００１１】
　この結果、前記患者の家族や前記他の医療関係者に向けて、前記動画像を実況中継する
ことができ、前記患者に対する手術が適切に行われているか否かが明確となる。また、前
記患者の家族と前記他の医療関係者とが同室にいれば、前記患者の家族は、携帯電話機や
表示装置の画面上に表示された動画像を見ながら、前記患者に対する手術の進行状況等に
ついて、前記他の医療関係者から適宜説明を受けることも可能となる。
【００１２】
　従って、本発明によれば、前記手術室等での前記被検体（前記患者）に対する診断又は
処置の状況を、前記所定領域内にいる前記患者の家族や前記他の医療関係者に向けて、リ
アルタイムで放送することが可能となる。
【００１３】
　ここで、前記携帯機器は、前記撮影装置から無線通信により前記動画像を受信する通信
部をさらに備え、前記画像放送部は、地上デジタルテレビ放送により前記動画像を前記所
定領域内にリアルタイムで放送することが好ましい。これにより、前記携帯機器は、前記
所定領域内に対してリアルタイムで前記動画像の地上デジタルテレビ放送（我が国の場合
には、エリアワンセグメント放送）を行う中継器として機能する。従って、前記通信機器
（携帯電話機）や前記情報機器（表示装置）は、前記地上デジタルテレビ放送を受信して
、前記動画像を画面上に表示可能な機器であることは勿論である。
【００１４】
　また、前記撮影装置は、前記被検体の内部の動画像を撮影する少なくとも１つの画像撮
影装置と、前記被検体の診断又は処置を行う場所の動画像を撮影する少なくとも１つのカ
メラとであることが好ましい。これにより、前記被検体の内部の動画像と、前記カメラに
より撮影された前記手術室又は前記手術の進行状況の動画像とを、リアルタイムで放送す
ることができる。この結果、前記患者の家族及び前記他の医療関係者は、前記患者に対す
る手術が適切に行われているか否かを容易に把握することができる。また、前記他の医療
関係者は、前記手術医に対して適切な助言を行うことができる。
【００１５】
　また、前記画像撮影装置としては、放射線源から前記被検体への前記放射線の照射と該
被検体を透過した前記放射線の放射線画像への変換とを繰り返し行うことにより前記放射
線画像を連続的に取得する透視撮影を行う放射線撮影装置と、前記被検体の内部の所望の
部位への超音波の照射と該部位からの反射波の超音波画像への変換とを繰り返し行うこと
により前記超音波画像を連続的に取得する超音波診断装置と、前記被検体の内部に挿入さ
れて前記被検体の内部の光学画像を連続的に取得する内視鏡装置とのうち、少なくとも１
つの装置であることが好ましい。
【００１６】
　さらに、前記放射線源及び前記放射線撮影装置は、制御装置又は前記携帯機器により制
御可能であり、前記通信部は、前記制御装置との間で無線通信による信号の送受信が可能
であり、前記放射線撮影装置から無線通信により前記放射線画像を直接受信するか、又は
、前記放射線撮影装置から前記制御装置を介して無線通信により前記放射線画像を受信す
ることが好ましい。この場合でも、前記携帯機器は、前記地上デジタルテレビ放送の中継
器として機能することになる。
【００１７】
　また、前記携帯機器は、前記被検体に関わる被検体情報と前記動画像の撮影条件とを暗



(5) JP 2013-111402 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

号化する暗号化処理部をさらに備えてもよい。この場合、前記画像放送部は、前記動画像
と、暗号化された前記被検体情報及び前記撮影条件とを前記所定領域内にリアルタイムで
放送する。そして、前記所定領域内の通信機器又は情報機器は、前記被検体情報及び前記
撮影条件の復号化を行って、前記画像、前記被検体情報及び前記撮影条件を閲覧可能な第
１の機器、又は、前記画像のみ閲覧可能な第２の機器であることが好ましい。
【００１８】
　これにより、前記他の医療関係者が所持している携帯電話機が前記第１の機器であり、
前記患者の家族が所持している携帯電話機が前記第２の機器であれば、前記動画像と個人
情報である前記被検体情報及び前記撮影条件とは、前記他の医療関係者のみ閲覧できる一
方で、前記患者の家族は、前記動画像のみ閲覧することになる。この結果、第三者が携帯
電話機を用いて前記個人情報を閲覧することを阻止することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、被検体の診断又は処置に関わる動画像を、所定領域内の通信機器又は
情報機器に向けてリアルタイムで放送する。
【００２０】
　これにより、例えば、手術室において、前記被検体である患者に対して医師（手術医）
が手術を行っている場合に、撮影装置は、前記手術室又は前記手術の動画像（前記被検体
の診断又は処置に関わる動画像）を撮影する。そして、画像放送部は、この動画像を、医
療機関内の待合室等（前記所定領域）に待機している被検体（患者）の家族が所持し、且
つ、放送受信機能を有する携帯電話機（通信機器）や、該医療機関内の手術室、準備室又
は会議室等（前記所定領域）にいる他の医療関係者（医師、研修医、医学生）が所持し、
且つ、放送受信機能を有する携帯電話機（通信機器）や、前記待合室、前記手術室、前記
準備室又は前記会議室等（前記所定領域）に設置されたディスプレイ等の表示装置（情報
機器）に配信することができる。
【００２１】
　この結果、前記患者の家族や前記他の医療関係者に向けて、前記動画像を実況中継する
ことができ、前記患者に対する手術が適切に行われているか否かが明確となる。また、前
記患者の家族と前記他の医療関係者とが同室にいれば、前記患者の家族は、携帯電話機や
表示装置の画面上に表示された動画像を見ながら、前記患者に対する手術の進行状況等に
ついて、前記他の医療関係者から適宜説明を受けることも可能となる。
【００２２】
　従って、本発明によれば、前記手術室等での前記被検体（前記患者）に対する診断又は
処置の状況を、前記所定領域内にいる前記患者の家族や前記他の医療関係者に向けて、リ
アルタイムで放送することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本実施形態に係る医療システム（放射線撮影システム、医療画像放送システム）
が適用される手術室の斜視図である。
【図２】図１の医療システムのブロック図である。
【図３】医師が操作する携帯機器のブロック図である。
【図４】コンソールのブロック図である。
【図５】滅菌袋に密封された携帯機器を医師が操作する状態を示した斜視図である。
【図６】図６Ａ及び図６Ｂは、第１の特徴的な機能の説明図である。
【図７】図７Ａ及び図７Ｂは、第２の特徴的な機能の説明図である。
【図８】図８Ａ及び図８Ｂは、第２の特徴的な機能の説明図である。
【図９】図９Ａ及び図９Ｂは、第２の特徴的な機能の説明図である。
【図１０】図１０Ａ及び図１０Ｂは、第３の特徴的な機能の説明図である。
【図１１】本実施形態に係る医療システムの動作を説明するためのフローチャートである
。
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【図１２】図１２Ａ～図１２Ｃは、第１の特徴的な機能を説明するためのフローチャート
である。
【図１３】第２の特徴的な機能を説明するためのフローチャートである。
【図１４】第３の特徴的な機能を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明に係る医療画像放送システムについて、好適な実施形態を、図１～図１４を参照
しながら以下詳細に説明する。
【００２５】
［本実施形態の構成］
　本実施形態に係る医療システム（放射線撮影システム、医療画像放送システム）１０は
、図１に示すように、例えば、医療機関の手術室１２に適用される。
【００２６】
　手術室１２において、手術台１４には患者（被写体、被検体）１６が横臥し、該患者１
６に対して手術医である医師１８が手術等の処置を行っている。手術室１２には、患者１
６に放射線２０を照射する放射線出力装置２２が設けられている。患者１６と手術台１４
との間には、バッテリ駆動の電子カセッテ等の放射線撮影装置２４が挿入され、該放射線
撮影装置２４は、患者１６を透過した放射線２０を放射線画像に変換する。
【００２７】
　また、手術室１２には、医師１８が手術に使用する各種器具を載置する器具台２６や、
放射線撮影装置２４を装填して充電処理を行うクレードル２８も配置されている。
【００２８】
　さらに、手術室１２には、患者１６の内部の所望の部位に超音波を照射し、該部位から
の反射波を超音波画像に変換する超音波診断装置（画像撮影装置）３０や、患者１６の内
部にファイバスコープを挿入することによって患者１６の内部の光学画像を撮影し、さら
には、必要に応じて患者１６の内部で所定の処置を行う内視鏡装置（画像撮影装置）３２
も配置されている。
【００２９】
　さらにまた、手術室１２には、該手術室１２全体又は一部を動画像（カメラ画像）とし
て撮影するカメラ（画像撮影装置）３４や、各種の画像（例えば、放射線画像、超音波画
像、光学画像、カメラ画像）を表示する大型の表示装置３６も設けられている。
【００３０】
　この場合、カメラ３４は、天井から延びる多関節アーム４０に連結された状態で支持さ
れ、放射線出力装置２２は、天井から延びる多関節アーム４２に連結された状態で支持さ
れ、表示装置３６は、天井から延びる多関節アーム４４に連結された状態で支持されてい
る。なお、図１では、手術室１２内に１台のカメラ３４と１台の表示装置３６とを配置し
た場合を図示しているが、複数のカメラ３４及び表示装置３６を配置してもよいことは勿
論である。
【００３１】
　患者１６に対して手術を行う医師１８の近傍には載置台４６が配置され、該載置台４６
上に、タブレットコンピュータ（タブレットＰＣ）、ハンドヘルドコンピュータ、又は、
携帯情報端末（ＰＤＡ）等の携帯機器４８が載置されている。なお、携帯機器４８は、患
者１６から僅かに離して配置された（放射線撮影装置２４と比較して患者１６から離れて
配置された）載置台４６にまで持ち運んで、医師１８が手元で操作可能な携帯型の装置で
あり、図１では、一例として、タブレットＰＣである場合を図示している。
【００３２】
　手術室１２に隣接する準備室５０には、放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４を
制御する制御装置としてのコンソール５２が配置され、放射線技師５４（以下、技師５４
ともいう。）は、医師１８の指示を受けてコンソール５２を操作する。
【００３３】
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　ここで、放射線撮影装置２４は、アンテナ５６を介して携帯機器４８との間で無線通信
による信号の送受信が可能であると共に、コンソール５２との間で光ファイバケーブル５
８を介した有線通信により信号の送受信を行う。携帯機器４８は、アンテナ６０を介して
他の装置との間で無線通信による信号の送受信が可能である。超音波診断装置３０は、ア
ンテナ６２を介して携帯機器４８との間で無線通信による信号の送受信が可能であり、内
視鏡装置３２は、アンテナ６４を介して携帯機器４８との間で無線通信による信号の送受
信が可能である。カメラ３４は、アンテナ６６を介して携帯機器４８との間で無線通信に
よる信号の送受信が可能である。コンソール５２は、アンテナ６８を介して携帯機器４８
との間で無線通信による信号の送受信が可能である。
【００３４】
　なお、図１では、手術室１２内の各装置間で無線通信を行う場合を説明しているが、具
体的には、短距離無線通信や無線ＰＡＮ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）等の近距離無線通信、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）であれば
よい。あるいは、赤外線通信で信号の送受信を行ってもよい。
【００３５】
　図２に示すように、放射線撮影装置２４において、アンテナ５６は、光ファイバケーブ
ル５８による信号の送受信に対するバックアップとしてのバックアップ通信部７８に含ま
れる。放射線撮影装置２４は、バッテリ駆動の電子カセッテであり、アンテナ５６を含む
バックアップ通信部７８、放射線変換パネル８０、カセッテ制御部８２、フレームメモリ
８４、画像記憶部８６、情報記憶部８８、紐付け処理部９０、バッテリ９２、及び、通信
部（第１の通信部）９４を有する。
【００３６】
　放射線変換パネル８０は、放射線出力装置２２から患者１６に放射線２０が照射された
場合に、該患者１６を透過した放射線２０を検出して放射線画像に応じた電気信号に変換
する。このような放射線変換パネル８０としては、アモルファスセレン（ａ－Ｓｅ）等か
らなる半導体を含み構成された放射線変換層を用いて放射線２０を電気信号に直接変換す
る直接変換型の放射線変換パネルや、ＣｓＩの柱状結晶からなるシンチレータ又はＧＯＳ
（Ｇｄ２Ｏ２Ｓ）の粒状のシンチレータを用いて放射線２０を蛍光に一旦変換し、該蛍光
をフォトダイオード等の光電変換素子で電気信号として検出する間接変換型の放射線変換
パネルがある。なお、放射線変換パネル８０は、放射線２０を検出する複数の画素がマト
リックス状に配列された構造となっており、放射線画像に応じた電気信号は、電荷として
各画素に一旦蓄積される。
【００３７】
　放射線出力装置２２から患者１６への放射線２０の照射と、患者１６を透過した放射線
２０の放射線変換パネル８０における放射線画像への変換とを繰り返し行うことにより、
該放射線画像を連続的に取得する透視撮影（放射線撮影）が行われる場合に、カセッテ制
御部８２は、１回の放射線撮影（１回の放射線２０の照射）毎に、放射線変換パネル８０
を制御して、マトリックス状に配列された各画素の電荷をライン毎に順次読み出し、読み
出した電荷に応じた電気信号（デジタル信号）を１フレームの放射線画像としてフレーム
メモリ８４に一旦記憶させる。従って、フレームメモリ８４には、１フレーム分の放射線
画像が撮影毎に順次記憶される。
【００３８】
　情報記憶部８８は、放射線撮影装置２４を特定するためのカセッテＩＤ情報、患者１６
に対する透視撮影を要求するためのオーダ情報（被検体情報）、及び、患者１６に放射線
２０を照射させるための撮影条件を記憶する。なお、オーダ情報とは、後述する放射線科
情報システム（ＲＩＳ）１１２又は医事情報システム（ＨＩＳ）１１４において、医師１
８により作成されるものであり、患者１６の氏名、年齢、性別等、患者１６を特定するた
めの被写体情報に加えて、透視撮影に使用する放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２
４の情報や、患者１６の撮影部位及び撮影方法等が含まれる。また、撮影条件とは、例え
ば、放射線源１０６の管電圧や管電流、放射線２０の照射時間等、患者１６の撮影部位に
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対して放射線２０を照射させるために必要な各種の条件である。
【００３９】
　紐付け処理部９０は、フレームメモリ８４に一旦記憶された少なくとも１フレーム分の
放射線画像（デジタルデータの動画像）と、情報記憶部８８に記憶されたカセッテＩＤ情
報、オーダ情報及び撮影条件とを紐付けし、紐付けした情報（動画像、カセッテＩＤ情報
、オーダ情報、撮影条件）を画像記憶部８６に記憶する。なお、動画像の容量は大きいた
め、画像記憶部８６は、記憶容量が比較的大きいハードディスクドライブ（ＨＤＤ）やメ
モリカード等の補助記憶装置であることが望ましい。
【００４０】
　通信部９４は、画像記憶部８６に記憶された紐付け後の情報（動画像、カセッテＩＤ情
報、オーダ情報、撮影条件）を光ファイバケーブル５８を介してコンソール５２に送信す
る。また、通信部９４は、コンソール５２からの情報（例えば、オーダ情報、撮影条件）
や制御信号（放射線撮影装置２４を制御するためのコマンド）を光ファイバケーブル５８
を介して受信する。
【００４１】
　バックアップ通信部７８は、アンテナ５６、デジタル・ビジュアル・インターフェース
（ＤＶＩ）９６、信号処理部（画像処理部）９８及び通信部（第２の通信部）１００を有
する。
【００４２】
　信号処理部９８は、画像記憶部８６に記憶された動画像（デジタルデータ）をテレビ放
送用の信号（例えば、アナログテレビ放送用の信号）に変換する処理を行う。また、信号
処理部９８は、画像記憶部８６に記憶された動画像に対して所定の間引き処理を行うこと
により、該動画像よりも情報量が少ない（フレームレートを低下させた）間引き画像を生
成することも可能である。
【００４３】
　ＤＶＩ９６は、図示しないディスプレイ等の表示装置に接続されて、信号処理部９８で
変換されたテレビ放送用の信号（アナログテレビ放送用に画像処理された動画像）を該表
示装置に出力するための映像出力インターフェースである。
【００４４】
　通信部１００は、アンテナ５６を介して無線通信により携帯機器４８にテレビ放送用の
信号又は間引き画像を送信する。また、画像記憶部８６には、動画像にカセッテＩＤ情報
、オーダ情報及び撮影条件が紐付けされているので、通信部１００は、前記テレビ放送用
の動画像又は前記間引き画像に併せて、紐付けされた各種の情報（カセッテＩＤ情報、オ
ーダ情報及び撮影条件）も携帯機器４８に送信する。
【００４５】
　なお、通信部１００は、通信部９４に対するバックアップとして機能するため、通信部
９４と光ファイバケーブル５８を介したコンソール５２との間での信号の送受信に異常が
発生している場合には、画像記憶部８６に記憶されている正規の放射線画像としての動画
像と、紐付けされた各種の情報とを、無線通信により携帯機器４８に送信してもよい。あ
るいは、放射線撮影装置２４では、外部への正規の放射線画像等の送信を行わず、該正規
の放射線画像と各種の情報とを画像記憶部８６に一旦記憶しておき、例えば、手術の終了
後に、図示しないＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）等のインターフ
ェースを用いて、画像記憶部８６からコントローラ１０２の記憶部１０４又はコンソール
５２に、正規の放射線画像及び紐付けされた各種の情報を転送してもよい。
【００４６】
　バッテリ９２は、放射線撮影装置２４の各部に対して電力を供給する。
【００４７】
　放射線撮影装置２４とコンソール５２との間には、コントローラ１０２が介挿されてい
る。すなわち、光ファイバケーブル５８は、放射線撮影装置２４とコントローラ１０２と
を有線接続する光ファイバケーブル５８ａと、コントローラ１０２とコンソール５２とを
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有線接続する光ファイバケーブル５８ｂとから構成される。
【００４８】
　コントローラ１０２は、コンソール５２からの情報（例えば、オーダ情報、撮影条件）
やコマンドを通信部９４に送信すると共に、紐付けされた各情報（正規の放射線画像とし
ての動画像、カセッテＩＤ情報、オーダ情報、撮影条件）を記憶部１０４に記憶する。な
お、記憶部１０４は、前述した画像記憶部８６と同様に、メモリカード等の補助記憶装置
であることが望ましい。また、記憶部１０４に記憶される紐付け後の各情報は、光ファイ
バケーブル５８ｂを介してコンソール５２に送信される。
【００４９】
　放射線出力装置２２は、放射線２０を出力する放射線源１０６と、コンソール５２から
の制御信号（コマンド）に従って放射線源１０６を駆動制御する制御部１０８とを有する
。
【００５０】
　携帯機器４８は、放射線撮影装置２４で取得された放射線画像（正規の放射線画像、間
引き画像又はテレビ放送用の画像）と紐付けされた各種の情報を受信可能であると共に、
コンソール５２との間で無線通信による信号の送受信が可能である。
【００５１】
　また、患者１６内部の超音波画像を撮影するため、超音波診断装置３０には、患者１６
の被写体情報や撮影部位等の情報が予め登録されている。そのため、携帯機器４８は、超
音波診断装置３０から無線通信により、超音波画像と該超音波画像に紐付けされた患者１
６に関わる前記の情報とを受信する。
【００５２】
　さらに、患者１６内部の光学画像を撮影するため、内視鏡装置３２にも、患者１６の被
写体情報や撮影部位等の情報が予め登録されている。そのため、携帯機器４８は、内視鏡
装置３２から無線通信により、光学画像と該光学画像に紐付けされた患者１６に関わる前
記の情報とを受信する。
【００５３】
　さらにまた、携帯機器４８は、カメラ３４からも無線通信により手術室１２等のカメラ
画像を受信する。
【００５４】
　従って、携帯機器４８は、カメラ画像と、超音波画像及び該超音波画像に紐付けされて
いる患者１６に関わる情報と、光学画像及び該光学画像に紐付けされている患者１６に関
わる情報と、放射線画像及び該放射線画像に紐付けされている各種の情報とをコンソール
５２に送信することも可能である。そのため、コンソール５２は、無線通信により受信し
た各動画像及び紐付けされた各種の情報や、光ファイバケーブル５８を介して受信した放
射線画像及び該放射線画像に紐付けされた各種の情報を表示装置３６に表示させることが
可能となる。
【００５５】
　また、コンソール５２は、医療機関のＬＡＮ１１０を介してＲＩＳ１１２、ＨＩＳ１１
４、及び、医用画像情報システム（ＰＡＣＳ）１１６と接続されている。ＲＩＳ１１２は
、医療機関内の放射線科において取り扱われる放射線画像やその他の情報を統括的に管理
する。ＨＩＳ１１４は、病院内の医事情報を統括的に管理する。ＰＡＣＳ１１６は、医療
システム１０における各種の医療機器（放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４、超
音波診断装置３０、内視鏡装置３２）やカメラ３４で取得された各情報（前述の動画像や
紐付けされた各種の情報等）を、コンソール５２からＬＡＮ１１０を介して受信し、一元
的に管理することができる。
【００５６】
　また、携帯機器４８は、医療機関内の所定領域（例えば、待合室、会議室、手術室１２
、準備室５０）に向けて、後述するように、カメラ画像、超音波画像、光学画像、放射線
画像等の動画像や、これらの動画像に紐付けされた各種の情報を、地上デジタルテレビ放
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送（我が国では、エリアワンセグメント放送）によりリアルタイムで配信することも可能
である。
【００５７】
　ここで、医師１８及び技師５４以外の他の医療関係者（例えば、他の医師、研修医、医
学生）が携帯電話機やタブレットＰＣ等の携帯機器１２０ａを所持すると共に、患者１６
の家族が携帯電話機やタブレットＰＣ等の携帯機器１２０ｂを所持しており、各携帯機器
１２０ａ、１２０ｂが地上デジタルテレビ放送を受信可能なアンテナ１２２ａ、１２２ｂ
をそれぞれ具備する場合、携帯機器１２０ａ、１２０ｂが前記所定領域内にあれば、前記
動画像及び前記各種の情報を受信可能である。また、前記所定領域内に地上デジタルテレ
ビ放送によりリアルタイムで配信された画像を表示可能なディスプレイ等の表示装置１２
４が配置されている場合、アンテナ１２６を介して前記動画像及び前記各種の情報を受信
可能である。
【００５８】
　図３は、医師１８が操作する携帯機器４８のブロック図であり、図４は、コンソール５
２のブロック図である。携帯機器４８とコンソール５２とは、一部の構成要素を除き、略
同じ構成要素を有する。
【００５９】
　携帯機器４８は、前述したアンテナ６０に加え、通信部（画像放送部）１３０、制御部
１３２、オーダ情報記憶部１３４、撮影条件記憶部１３６、切替処理部１３８、送受信設
定部１４０、暗号化処理部１４２、画像処理部１４４、画像メモリ１４６、表示制御部１
４８、タッチパネル１５０、情報管理部１５２、操作制御部１５４及びバッテリ１５６を
有する。また、タッチパネル１５０は、表示部１６０と操作部１６２とから構成される。
【００６０】
　一方、コンソール５２は、前述したアンテナ６８に加え、通信部１７０、１７２、制御
部１７４、オーダ情報記憶部１７６、撮影条件記憶部１７８、切替処理部１８０、送受信
設定部１８２、暗号化処理部１８４、画像処理部１８６、画像メモリ１８８、表示制御部
１９０、表示部１９２、操作部１９４、曝射スイッチ１９６、情報管理部１９８及び操作
制御部１９９を有する。
【００６１】
　先ず、携帯機器４８について説明すると、通信部１３０は、アンテナ６０を介して、手
術室１２内の放射線撮影装置２４の通信部１００、超音波診断装置３０、内視鏡装置３２
、カメラ３４及びコンソール５２の通信部１７０との間で無線通信による信号の送受信を
行う。また、通信部１３０は、アンテナ６０を介して、医療機関内の所定領域に地上デジ
タルテレビ放送を行って動画像及び紐付けされた各種の情報をリアルタイムに配信する。
【００６２】
　制御部１３２は、携帯機器４８内の各部を制御する。
【００６３】
　オーダ情報記憶部１３４は、患者１６のオーダ情報を記憶し、撮影条件記憶部１３６は
、患者１６に対して放射線２０を照射するための撮影条件を記憶する。
【００６４】
　切替処理部１３８は、放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４を制御する装置（マ
スタ）を、携帯機器４８又はコンソール５２に切り替える。すなわち、携帯機器４８及び
コンソール５２は、放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４を制御するためのマスタ
（主装置）及びスレーブ（従装置）の関係にあり、切替処理部１３８は、携帯機器４８又
はコンソール５２をマスタ又はスレーブに切り替える処理を行う。なお、マスタは、放射
線出力装置２２及び放射線撮影装置２４に制御信号（コマンド）を送信して直接制御する
か、あるいは、スレーブを経由して（スレーブを中継器として機能させて）、コマンドを
送信することにより放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４を制御する。
【００６５】
　送受信設定部１４０は、透視撮影の開始前に、携帯機器４８の通信部１３０と、放射線
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撮影装置２４の通信部１００、コンソール５２の通信部１７０、カメラ３４、超音波診断
装置３０及び内視鏡装置３２との間で多元接続による無線通信を行うためのチャンネルを
予め設定する。また、送受信設定部１４０は、携帯機器４８から放射線出力装置２２、放
射線撮影装置２４、超音波診断装置３０、内視鏡装置３２及びカメラ３４に送信されるコ
マンドの内容を予め選定する。これらの設定内容や選定内容は、情報管理部１５２に記憶
（管理）される。
【００６６】
　なお、多元接続としては、例えば、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（
ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）がある。送受信設定部１４０は、所定のチ
ャンネル（ＣＤＭＡ方式：所定の符号、ＴＤＭＡ方式：所定のタイムスロット、ＦＤＭＡ
方式：所定の周波数範囲）を、放射線出力装置２２（中継器としてのコンソール５２）、
放射線撮影装置２４、超音波診断装置３０、内視鏡装置３２及びカメラ３４に予め割り当
てると共に、これらの機器に送信するコマンドを予め選定する。
【００６７】
　暗号化処理部１４２は、通信部１３０から所定領域に向けて、地上デジタルテレビ放送
がリアルタイムで行われる場合に、放射線画像に紐付けされるカセッテＩＤ情報、オーダ
情報及び撮影条件や、超音波画像及び光学画像に紐付けされる患者１６に関わる情報のよ
うな、個人情報又は該個人情報とみなされる情報に対して、公開鍵又は秘密鍵（暗号キー
）による暗号化処理を行う。
【００６８】
　従って、前記所定領域内にある携帯機器１２０ａ、１２０ｂや表示装置１２４は、暗号
化された各種の情報を閲覧したい場合（各種の情報を復号化したい場合）には、公開鍵又
は秘密鍵（暗号キー）を予め持っておく（事前登録する）必要がある。携帯機器４８にお
いて、公開鍵又は秘密鍵は、情報管理部１５２で管理される。
【００６９】
　なお、第三者が上記の個人情報を閲覧できないようにする一方で、手術中の医師１８に
対して他の医療関係者が適切な助言を与えたり、あるいは、患者１６の家族に対して他の
医療関係者が適切な説明を行うためには、例えば、該他の医療関係者が所持する携帯機器
１２０ａのみ事前登録を行い、公開鍵又は秘密鍵を予め取得しておけばよい。勿論、患者
１６の家族の所持する携帯機器１２０ｂが暗号キーを取得してもよい。
【００７０】
　事前登録の方法としては、例えば、事前登録の希望者（他の医療関係者又は患者１６の
家族）が医療機関のナースセンター等に出向いて事前登録を希望する旨を伝え、該ナース
センターにおいて、自己が所持する携帯機器１２０ａ、１２０ｂの事前登録を行うことに
より、復号用の暗号キーを取得すればよい。この場合、事前登録に先立ち、ナースが希望
者に対する認証行為を行うので、患者１６の手術に関わりのない第三者が勝手に事前登録
を行うことを防止することができる。
【００７１】
　ナースセンターでの携帯機器１２０ａ、１２０ｂの事前登録は、例えば、下記の（１）
～（３）のように行えばよい。
【００７２】
　（１）例えば、患者１６の手術前に携帯機器４８がナースセンターで管理されている場
合、携帯機器１２０ａ、１２０ｂから携帯機器４８に電子メールを送信する。電子メール
を受信した携帯機器４８は、携帯機器１２０ａ、１２０ｂに対して復号用の暗号キーを添
付した返信用の電子メールを送信する。携帯機器１２０ａ、１２０ｂは、返信用の電子メ
ールを受信することにより、該暗号キーを取得することができる。暗号キーの取得により
、携帯機器４８に対する携帯機器１２０ａ、１２０ｂの事前登録が完了する。
【００７３】
　（２）上記（１）の場合とは異なり、携帯機器１２０ａ、１２０ｂから電子メールを受
信した携帯機器４８は、暗号キーに応じた二次元バーコードが添付された返信用の電子メ
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ールを携帯機器１２０ａ、１２０ｂに送信する。携帯機器１２０ａ、１２０ｂは、返信用
の電子メールを受信すると、画面上に二次元バーコードを表示する。前記二次元バーコー
ドを見た前記希望者が携帯機器１２０ａ、１２０ｂを操作すると、前記二次元バーコード
に応じた復号用の暗号キーを取得することができる。
【００７４】
　（３）上記（２）の場合とは異なり、携帯機器１２０ａ、１２０ｂから電子メールを受
信した携帯機器４８は、暗号キーに応じたＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｌｏｃａｔｏｒ）が記載された返信用の電子メールを携帯機器１２０ａ、１２０ｂに送信
する。携帯機器１２０ａ、１２０ｂは、返信用の電子メールを受信すると、該電子メール
の内容を画面上に表示する。前記ＵＲＬを見た前記希望者が携帯機器１２０ａ、１２０ｂ
を操作すると、該ＵＲＬから復号用の暗号キーを取得することができる。
【００７５】
　なお、ＬＡＮ等のネットワークに接続される機器には、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスが予め割り当てられており、医療機関側は、事前登録の
希望者（の所持する携帯機器１２０ａ、１２０ｂ）を予め把握している可能性もあるので
、これらの携帯機器１２０ａ、１２０ｂのＭＡＣアドレスを携帯機器４８に事前に登録し
、携帯機器４８からＭＡＣアドレスを登録した携帯機器１２０ａ、１２０ｂに復号用の暗
号キーを配信してもよい。
【００７６】
　また、携帯機器１２０ａ、１２０ｂが携帯機器４８に対して事前登録を行うのではなく
、携帯機器１２０ａ、１２０ｂが携帯機器４８から暗号キーを受け取るようにしてもよい
。例えば、携帯機器１２０ａ、１２０ｂは、携帯機器４８との間で無線通信又は赤外線通
信を行うことにより暗号キーを受け取ってもよい（ダウンロードしてもよい）。あるいは
、メモリカード又はＵＳＢメモリに暗号キーをコピーし、携帯機器１２０ａ、１２０ｂが
メモリカード又はＵＳＢメモリから暗号キーを受け取ってもよい。
【００７７】
　また、暗号キーは、常に同じもの（固定）である必要はなく、例えば、携帯機器４８が
地上デジタル放送を行う毎に更新（変更）してもよいし、あるいは、１フレームの画像を
配信する毎に更新してもよい。
【００７８】
　以下の説明では、他の医療関係者の所持する携帯機器１２０ａが公開鍵又は秘密鍵（暗
号キー）を取得する（携帯機器１２０ａが事前登録を行う）ものとして説明する。
【００７９】
　画像処理部１４４は、カメラ画像、超音波画像、光学画像及び放射線画像の動画像を表
示部１６０に表示するための所定の画像処理を行う。画像処理後の動画像や、該動画像に
紐付けされた各種の情報は、画像メモリ１４６に記憶される。また、画像処理部１４４は
、画像メモリ１４６に記憶された動画像を、地上デジタルテレビ放送用の信号に変換する
処理も行う。
【００８０】
　表示制御部１４８は、画像メモリ１４６に記憶された動画像や、該動画像に紐付けされ
た各種の情報をタッチパネル１５０の表示部１６０に表示させる。操作部１６２は、タッ
チパネル１５０の表示部１６０に表示されるアイコンやテキストボックス等のウィジェッ
ト（操作用画像、終了用画像）であり、医師１８が操作部１６２を操作することに起因し
て、制御部１３２は、各種の制御処理を行う。また、医師１８による操作部１６２の操作
に起因して、表示制御部１４８は、操作内容に応じた画像を表示させるように表示部１６
０を制御する。
【００８１】
　情報管理部１５２は、前述したように、送受信設定部１４０で設定されたチャンネル及
びコマンドの内容や、暗号化処理部１４２での暗号化処理に用いる公開鍵又は秘密鍵（暗
号キー）を管理（記憶）する。
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【００８２】
　操作制御部１５４は、患者１６に対して所定の診断又は処置を行う医療機器である、（
１）放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４、（２）超音波診断装置３０、（３）内
視鏡装置３２、のうち、いずれか１種類の医療機器を、医師１８が操作部１６２を介して
操作できるように、表示部１６０に表示されるウィジェットの種類を制限（限定）する。
すなわち、手術室１２には、多数の医療機器が所狭しと配置されているため、患者１６に
対する手術を円滑に行うためには、複数の医療機器を同時に使用せずに、いずれか１つの
医療機器を使用することが好ましいためである。
【００８３】
　バッテリ１５６は、携帯機器４８内の各部に電力を供給する。
【００８４】
　次に、コンソール５２について説明するが、該コンソール５２の構成要素のうち、携帯
機器４８の構成要素と同じ名称のものは、略同じ機能を有する。これは、前述のように、
コンソール５２及び携帯機器４８がマスタ又はスレーブに切替可能であるため、コンソー
ル５２がマスタである場合には、前述した携帯機器４８と同様の機能を発揮させる必要が
あるからである。
【００８５】
　すなわち、通信部１７０は、アンテナ６８を介して、携帯機器４８の通信部１３０との
間で無線通信による信号の送受信を行う。また、通信部１７０は、アンテナ６８を介し、
携帯機器４８を中継器として機能させることにより、医療機関内の所定領域に、動画像及
び紐付けされた各種の情報を、地上デジタルテレビ放送によりリアルタイムで配信するこ
とも可能である。また、通信部１７２は、放射線出力装置２２の制御部１０８、コントロ
ーラ１０２、放射線撮影装置２４の通信部９４及び表示装置３６との間で有線通信による
信号の送受信を行う。
【００８６】
　制御部１７４は、コンソール５２内の各部を制御する。オーダ情報記憶部１７６は、オ
ーダ情報を記憶し、撮影条件記憶部１７８は、撮影条件を記憶する。切替処理部１８０は
、コンソール５２又は携帯機器４８をマスタ又はスレーブに切り替える。
【００８７】
　送受信設定部１８２は、透視撮影の開始前に、携帯機器４８の通信部１３０との間や、
携帯機器４８の通信部１３０と、放射線撮影装置２４の通信部１００、コンソール５２の
通信部１７０、超音波診断装置３０、内視鏡装置３２及びカメラ３４との間での多元接続
による無線通信を行うためのチャンネルを予め設定する。また、送受信設定部１４０は、
コンソール５２から放射線撮影装置２４、放射線出力装置２２、超音波診断装置３０、内
視鏡装置３２及びカメラ３４に送信されるコマンドの内容を予め選定する。これらの設定
内容や選定内容は、情報管理部１９８に記憶（管理）される。
【００８８】
　暗号化処理部１８４は、通信部１７０から携帯機器４８経由で、所定領域に向けて、地
上デジタルテレビ放送をリアルタイムで行う場合に、前述した患者１６の個人情報に対し
て、公開鍵又は秘密鍵（暗号キー）を用いて暗号化処理を行う。公開鍵又は秘密鍵は、情
報管理部１９８に記憶される。
【００８９】
　画像処理部１８６は、カメラ画像、超音波画像、光学画像及び放射線画像の動画像を表
示部１９２に表示するための所定の画像処理を行う。画像処理後の動画像や、該動画像に
紐付けされた各種の情報は、画像メモリ１８８に記憶される。また、画像処理部１８６は
、画像メモリ１８８に記憶された動画像を、地上デジタルテレビ放送用の信号に変換する
処理を行う。
【００９０】
　表示制御部１９０は、画像メモリ１８８に記憶された動画像や、該動画像に紐付けされ
た各種の情報を表示部１９２に表示させる。この場合、表示制御部１９０は、前述したタ
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ッチパネル１５０の表示部１６０に表示される表示内容と同じ内容を表示部１９２に表示
させることも可能である。
【００９１】
　但し、コンソール５２の操作部１９４は、キーボード又はマウスであり、医師１８又は
技師５４は、表示部１９２の表示内容を見ながら、キーボード又はマウス（操作部１９４
）を操作することになる。制御部１７４は、医師１８又は技師５４による操作部１９４の
操作内容に従って、各種の制御処理を行う。また、医師１８又は技師５４による操作部１
９４の操作に起因して、表示制御部１９０は、操作内容に応じた画像を表示させるように
表示部１９２を制御する。
【００９２】
　情報管理部１９８は、前述したように、送受信設定部１８２で設定されたチャンネル及
びコマンドの内容や、暗号化処理部１８４での暗号化処理に用いた公開鍵又は秘密鍵（暗
号キー）を管理（記憶）する。
【００９３】
　操作制御部１９９は、患者１６に対して所定の診断又は処置を行う医療機器である、（
１）放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４、（２）超音波診断装置３０、（３）内
視鏡装置３２、のうち、いずれか１種類の医療機器を、医師１８又は技師５４が操作部１
９４を介して操作できるように、表示部１９２に表示されるウィジェットの種類を制限（
限定）する。
【００９４】
　曝射スイッチ１９６は、放射線２０の照射を開始させるための曝射ボタンである。医師
１８又は技師５４が曝射スイッチ１９６を操作すると、制御部１７４は、放射線源１０６
からの放射線２０の出力の開始と、放射線変換パネル８０における放射線２０の検出及び
放射線画像への変換との同期を取ることにより、患者１６の撮影部位に対する透視撮影を
実行するための同期制御信号を生成する。従って、コンソール５２は、同期制御信号に応
じたコマンドを制御部１０８に送信すると共に、コントローラ１０２を介して放射線撮影
装置２４に送信する。
【００９５】
　図５は、医師１８がタブレットＰＣの携帯機器４８を操作する状態を図示したものであ
る。
【００９６】
　携帯機器４８は、滅菌袋２００に密封された状態で使用される。なお、図５には、タッ
チパネル１５０の表示部１６０に、患者１６の動画像２０２（放射線画像）と、医師１８
が操作するためのアイコン２０４とがそれぞれ表示されている。
【００９７】
［本実施形態の特徴的な機能］
　以上のように構成される本実施形態に係る医療システム１０の特徴的な機能（第１～第
３の特徴的な機能）について、図６Ａ～図１０Ｂを参照しながら説明する。
【００９８】
　第１の特徴的な機能とは、透視撮影の開始後に発生する撮影条件の変更や患者１６のポ
ジショニング等の作業を迅速且つ的確に行うために、透視撮影の開始後、携帯機器４８を
マスタ、コンソール５２をスレーブにそれぞれ切り替えるというものである。
【００９９】
　第２の特徴的な機能とは、手術室１２にいる医師１８が各種の医療機器を操作できるよ
うに、手元にある携帯機器４８を各医療機器に対するリモートコントローラとして機能さ
せるというものである。
【０１００】
　第３の特徴的な機能とは、所定領域内にいる患者１６の家族や医療関係者（の所持する
携帯機器１２０ａ、１２０ｂ及び表示装置１２４）に向けて、手術室１２にいる患者１６
に関わる動画像等を、地上デジタルテレビ放送によりリアルタイムで配信するというもの
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である。
【０１０１】
　次に、第１～第３の特徴的な機能の詳細について、順に説明する。
【０１０２】
［第１の特徴的な機能］
　第１の特徴的な機能では、先ず、透視撮影が開始されるまで、コンソール５２の切替処
理部１８０（図４参照）は、放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４（図１及び図２
参照）を制御するマスタをコンソール５２に維持すると共に、携帯機器４８をスレーブに
維持する。すなわち、手術中の医師１８から口頭で患者１６に対する透視撮影の開始の指
示を受けると、技師５４は、コンソール５２を操作して撮影条件の設定等の作業を行う必
要があるため、透視撮影を開始するまでは、コンソール５２をマスタにしておく必要があ
るからである。
【０１０３】
　なお、前述のように、携帯機器４８とコンソール５２との間では、無線通信による信号
の送受信が可能であるため、切替処理部１８０は、透視撮影開始前のマスタ及びスレーブ
の関係を、通信部１７０から無線通信により携帯機器４８の切替処理部１３８（図３参照
）に通知すればよい。これにより、携帯機器４８は、透視撮影の開始前はスレーブである
ことを認識することができ、制御部１３２は、通知内容に基づいて、携帯機器４８がマス
タとして機能しないように（医師１８によるタッチパネル１５０の操作に起因して携帯機
器４８が放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４を制御しないように）、携帯機器４
８内の各部を制御する。
【０１０４】
　次に、透視撮影の準備が完了した後に、技師５４による曝射スイッチ１９６の操作に起
因して、制御部１７４が同期制御信号を生成し、通信部１７２を介して放射線出力装置２
２及び放射線撮影装置２４に同期制御信号（コマンド）を送信した場合、切替処理部１８
０は、透視撮影が開始されたと判定し、その判定結果に基づいて、コンソール５２をスレ
ーブに切り替えると共に、携帯機器４８をマスタに切り替える。
【０１０５】
　そして、切替処理部１８０は、通信部１７０から無線通信により携帯機器４８の切替処
理部１３８に対して、マスタが切り替わったことを通知する。これにより、携帯機器４８
は、透視撮影の開始後に携帯機器４８がマスタに切り替わったことを認識することができ
、制御部１３２は、通知内容に基づいて、携帯機器４８がマスタとして機能するように、
携帯機器４８内の各部を制御する。この結果、医師１８は、手元の携帯機器４８を操作し
て放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４を制御することが可能となる。
【０１０６】
　一方、スレーブに切り替わったコンソール５２において、制御部１７４は、コンソール
５２がマスタとして機能しないように（技師５４による操作部１９４の操作に起因してコ
ンソール５２が放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４を制御しないように）、コン
ソール５２内の各部を制御する。
【０１０７】
　図６Ａは、透視撮影中のタッチパネル１５０の表示部１６０の表示内容を図示したもの
である。
【０１０８】
　表示部１６０の画面には、患者１６の動画像２１０が表示されると共に、２つのアイコ
ン２１２、２１４と、患者１６の氏名及びＩＤや撮影条件が表示された個人情報表示領域
２１６とが表示されている。アイコン２１２は、透視撮影を一時的に停止（中断）させる
ための操作用アイコンであり、アイコン２１４は、透視撮影を終了させるための操作用ア
イコン（終了用アイコン）である。また、動画像２１０は、例えば、患者１６の血管２２
０内に挿入したカテーテル２２２の進入状況を撮影した放射線画像であり、該カテーテル
２２２は、狭窄部分２２４を目指して血管２２０内を進行している。
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【０１０９】
　なお、表示制御部１４８（図３参照）は、血管２２０、カテーテル２２２及び狭窄部分
２２４の表示位置を避けるように、アイコン２１２、２１４及び個人情報表示領域２１６
を表示させることが好ましい。また、表示部１６０の画面上に表示される動画像の内容に
応じて、アイコン及び個人情報表示領域の表示位置が適宜変更されることは、図６Ｂ～図
１０Ｂにおいても同様である。
【０１１０】
　ここで、透視撮影によって所望の画像が得られた後に、該透視撮影を終了させる場合、
医師１８は、アイコン２１４を操作すればよい（アイコン２１４にタッチすればよい）。
医師１８によるアイコン２１４の操作に起因して、制御部１３２は、通信部１３０を介し
て無線通信により放射線撮影装置２４（図１及び図２参照）に透視撮影の終了を指示する
コマンドを送信すると共に、コンソール５２を介して放射線出力装置２２に前記コマンド
を送信する。この結果、制御部１０８は、受信したコマンドに基づいて、放射線源１０６
からの放射線２０の出力を停止させる。
【０１１１】
　また、切替処理部１３８は、医師１８によりアイコン２１４が操作された場合、又は、
前記コマンドが送信された場合に、透視撮影が終了したと判定し、その判定結果に基づい
て、携帯機器４８をスレーブ、コンソール５２をマスタに切り替える。さらに、切替処理
部１３８は、マスタが切り替わったことを、通信部１３０から無線通信によりコンソール
５２の切替処理部１８０（図４参照）に通知する。
【０１１２】
　これにより、コンソール５２は、透視撮影の終了によってマスタに切り替わったことを
認識することができ、技師５４は、コンソール５２を操作して放射線出力装置２２及び放
射線撮影装置２４を制御することが可能となる。一方、スレーブに切り替わった携帯機器
４８において、制御部１３２は、携帯機器４８がマスタとして機能しないように、携帯機
器４８内の各部を制御する。
【０１１３】
　ところで、透視撮影中、医師にとって見づらい放射線画像（例えば、コントラストの低
い画像や、患者１６が体動した画像）が表示部１６０に表示された場合、医師１８は、撮
影条件の再設定や患者１６のポジショニングを行うために透視撮影を一時的に停止（中断
）させることを決定し、該透視撮影の一時停止を示すアイコン２１２を操作する（アイコ
ン２１２にタッチする）。
【０１１４】
　これにより、制御部１３２は、放射線２０の照射の一時停止を指示するコマンドを、通
信部１３０から無線通信により放射線撮影装置２４に送信すると共に、コンソール５２を
介して放射線出力装置２２に送信する。従って、制御部１０８は、受信したコマンドに基
づいて、放射線源１０６からの放射線２０の出力を中断させる。また、切替処理部１３８
は、透視撮影が中断しても、携帯機器４８をマスタに維持する。
【０１１５】
　図６Ｂは、透視撮影が中断している時間帯での表示部１６０の表示内容を図示したもの
である。
【０１１６】
　この場合、表示部１６０の画面には、動画像２１０が表示されると共に、個人情報表示
領域２１６と、アイコン２２６と、テキストボックス表示領域２２８とが表示されている
。アイコン２２６は、中断している透視撮影を再開するための操作用アイコンである。
【０１１７】
　また、テキストボックス表示領域２２８は、透視撮影の撮影条件を変更するためのウィ
ジェットである。すなわち、テキストボックス表示領域２２８には、撮影条件である放射
線源１０６の管電圧、管電流及び放射線２０の照射時間を変更するためのテキストボック
スや、テキストボックスの変更内容を確定させるための「ＯＫ」ボタンや、変更内容を修
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正又はキャンセルするための「修正」ボタンが表示されている。
【０１１８】
　従って、医師１８は、撮影条件を変更したい場合には、各テキストボックスに所望の条
件を入力して「ＯＫ」ボタンを押せばよい。医師１８の操作により変更された撮影条件は
、撮影条件記憶部１３６に記憶される。また、表示制御部１４８は、個人情報表示領域２
１６に表示されている撮影条件も変更後の内容に切り替えるように表示部１６０を制御す
る。なお、技師５４が患者１６のポジショニングを行う場合には、テキストボックス表示
領域２２８での撮影条件の変更は行われない。
【０１１９】
　そして、医師１８がアイコン２２６を操作すると、制御部１３２は、（変更後の撮影条
件に基づく）放射線２０の照射を再開するコマンドを、通信部１３０から無線通信により
放射線撮影装置２４に送信すると共に、コンソール５２を介して放射線出力装置２２に送
信する。従って、制御部１０８は、受信した前記コマンドに基づいて、（変更後の撮影条
件に従った）放射線源１０６からの放射線２０の出力を再開させる。
【０１２０】
　なお、上記の説明では、マスタとなる装置（携帯機器４８又はコンソール５２）の切替
処理部１３８、１８０により、マスタ又はスレーブの切替処理を行う場合について説明し
たが、携帯機器４８とコンソール５２との間では無線通信による信号の送受信が可能であ
るため、スレーブの切替処理部１３８、１８０により切替処理を行うことも可能である。
【０１２１】
　また、図６Ａ及び図６Ｂの表示内容を携帯機器４８から無線通信によりコンソール５２
に送信したり、さらには、医師１８が携帯機器４８を操作することにより、変更後の撮影
条件を携帯機器４８から無線通信によりコンソール５２に送信してもよい。これにより、
タッチパネル１５０の表示部１６０と同じ表示内容がコンソール５２の表示部１９２にも
表示されると共に、撮影条件記憶部１７８にも変更後の撮影条件が記憶される。
【０１２２】
［第２の特徴的な機能］
　第２の特徴的な機能では、患者１６に対して所定の診断又は処置を行うために、医師１
８が手元の携帯機器４８を操作することにより、医師１８が使用する手術器具よりも滅菌
レベルが低い（医師１８が直接操作することのできない）放射線出力装置２２及び放射線
撮影装置２４、超音波診断装置３０、又は、内視鏡装置３２の各種の医療機器を制御する
というものである。
【０１２３】
　この場合、先ず、携帯機器４８で各医療機器を制御する前、例えば、透視撮影の開始前
に、携帯機器４８の送受信設定部１４０は、通信部１３０と各医療機器、カメラ３４及び
コンソール５２との間で多元接続による無線通信を行うために、これらの装置に所定のチ
ャンネルを設定すると共に、携帯機器４８から各装置に送信されるコマンドの内容も予め
選定する。これらのチャンネル及びコマンドの内容は、情報管理部１５２で管理される。
【０１２４】
　図７Ａ～図９Ｂは、患者１６に対して所定の診断又は処置を行うために、医師１８（図
１及び図５参照）が携帯機器４８のタッチパネル１５０を操作して各医療機器を制御する
際の表示部１６０の表示内容を図示したものである。なお、これらの表示内容は、操作制
御部１５４（図３参照）からの指示（通知）に基づいて、表示制御部１４８が表示部１６
０に表示する。
【０１２５】
　先ず、図７Ａは、患者１６の放射線画像を取得するために、放射線出力装置２２及び放
射線撮影装置２４（図１及び図２参照）を制御する場合のタッチパネル１５０の表示部１
６０の表示内容を図示したものである。
【０１２６】
　表示部１６０の画面には、動画像２１０、アイコン２１２、２１４及び個人情報表示領
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域２１６が表示されると共に、３つのアイコン２３０、２３２、２３４も表示されている
。アイコン２３０は、透視撮影の撮影条件を変更するための操作用アイコンであり、アイ
コン２３２は、超音波診断装置３０を制御する場合に医師１８が選択するための選択用ア
イコンであり、アイコン２３４は、内視鏡装置３２を制御する場合に医師１８が選択する
ための選択用アイコンである。
【０１２７】
　図７Ａでは、患者１６の放射線画像を取得する目的で、放射線出力装置２２及び放射線
撮影装置２４を制御するために、透視撮影に関わる表示内容が表示部１６０の画面上に表
示される一方で、超音波診断装置３０を選択するためのアイコン２３２と、内視鏡装置３
２を選択するためのアイコン２３４とが、破線表示されて、選択できないようになってい
る。
【０１２８】
　すなわち、操作制御部１５４は、患者１６に対して現在行われている診断又は処置の内
容が、患者１６の放射線画像の取得であるため、図７Ａで操作可能なアイコンをアイコン
２１２、２１４、２３０に限定することを表示制御部１４８に通知し、表示制御部１４８
は、その通知内容に従って、表示部１６０の画面上でアイコン２３２、２３４を破線表示
している。
【０１２９】
　しかも、制御対象（操作対象）となる放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４に関
わるアイコン２１２、２１４、２３０は、選択できないアイコン２３２、２３４よりも大
きく表示されている。
【０１３０】
　これは、手術室１２に多数の医療機器が配置されているが、患者１６に対する手術を円
滑に行うために、複数の医療機器のうち、いずれか１つの医療機器が使用中である場合に
は、使用中の医療機器に対する操作を有効にすると共に、使用していない他の医療機器に
対する操作を無効にして、医師１８が操作対象となる１つの医療機器を確実に操作できる
ようにするためである。
【０１３１】
　従って、図７Ａにおいて、医師１８がアイコン２３０を操作すると、操作制御部１５４
は、医師１８のアイコン２３０の操作を有効と判断し、その判断結果を表示制御部１４８
に通知する。表示制御部１４８は、その通知内容に従って、図６Ｂの表示内容を表示部１
６０に表示させる。これにより、医師１８による撮影条件の変更が可能となり、携帯機器
４８から放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４を制御することができる。
【０１３２】
　なお、撮影条件を変更する際には、透視撮影を中断させる必要があるため、透視撮影の
一時停止を示すアイコン２１２を操作しなくても、アイコン２３０が操作された場合には
、操作制御部１５４から制御部１３２に前記判断結果を通知し、制御部１３２は、通知内
容に従い、通信部１３０を介して放射線撮影装置２４とコンソール５２（経由で放射線出
力装置２２）とに、透視撮影の中断を指示するためのコマンドを送信することになる。
【０１３３】
　また、図７Ａにおいて、医師１８が誤ってアイコン２３２、２３４を操作した場合、操
作制御部１５４は、医師１８による操作内容を無効と判断し、この判断結果を表示制御部
１４８に通知する。表示制御部１４８は、その通知内容に従って、図７Ａの画面表示を継
続する。
【０１３４】
　さらに、医師１８がアイコン２１４を操作した場合、操作制御部１５４は、　医師１８
のアイコン２３０の操作を有効と判断すると共に、透視撮影の終了を指示する操作である
と判断し、これらの判断結果を表示制御部１４８及び制御部１３２に通知する。
【０１３５】
　制御部１３２は、その通知内容に従って、通信部１３０を介して放射線撮影装置２４と
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コンソール５２（経由で放射線出力装置２２）とに、透視撮影の終了を指示するためのコ
マンドを送信し、透視撮影を終了させる。
【０１３６】
　また、表示制御部１４８は、前記通知内容に従って、表示部１６０の表示内容を図７Ａ
から図７Ｂに切り替える。図７Ｂにおいて、表示部１６０には、動画像２１０と、個人情
報表示領域２１６と、３つのアイコン２３２～２３６とが表示される。この場合、２つの
アイコン２３２、２３４は、破線表示から実線表示に切り替わる。また、アイコン２３６
は、放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４を制御する場合に医師１８が選択するた
めの選択用アイコンである。
【０１３７】
　すなわち、透視撮影の終了によって、手術室１２内の全ての医療機器が一時的に使用さ
れない状態となるため、表示部１６０には、全ての医療機器に応じたアイコン２３２～２
３６が選択可能に表示される。従って、医師１８がアイコン２３２を操作すれば超音波診
断装置３０の制御が可能となり、アイコン２３４を操作すれば内視鏡装置３２の制御が可
能となり、アイコン２３６を操作すれば放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４の制
御が可能となる。
【０１３８】
　具体的に、３つのアイコン２３２～２３６のうち、いずれか１つのアイコンが操作され
ると、操作制御部１５４は、該アイコンの操作を有効と判断すると共に、前記アイコンに
応じた医療機器を次に制御すると判断し、これらの判断結果を制御部１３２及び表示制御
部１４８に通知する。制御部１３２は、その通知内容に従い、通信部１３０を介して当該
医療機器に、携帯機器４８からの制御が行われることを通知する。また、表示制御部１４
８は、前記通知内容に従って、表示部１６０の表示内容を当該医療機器に応じた表示内容
に切り替える。
【０１３９】
　図８Ａは、患者１６の超音波画像を取得する目的で、超音波診断装置３０を制御する場
合でのタッチパネル１５０の表示部１６０の表示内容を図示したものである。
【０１４０】
　表示部１６０の画面上には、超音波画像の動画像２４０、アイコン２４２、２４４、２
４８～２５２と、個人情報表示領域２４６とが表示されている。動画像２４０には、患者
１６の臓器２５４が写り込んでいる。
【０１４１】
　アイコン２４２は、超音波画像の動画撮影を一時的に停止（中断）させるための操作用
アイコンであり、アイコン２４４は、該動画撮影を終了させるための操作用アイコンであ
る。また、個人情報表示領域２４６には、患者１６の氏名及びＩＤや、超音波診断装置３
０が計測可能な最大深度、音響出力、超音波の周波数、超音波パルスを制御することによ
り変化する超音波画像の表示方式（ノーマル又はティッシュハーモニックイメージングの
Ｂモード、カラードップラ等）が表示される。なお、図８Ａ及び図８Ｂでは、一例として
、患者１６の氏名及びＩＤと超音波の周波数とを個人情報表示領域２４６に表示した場合
を図示している。
【０１４２】
　アイコン２４８は、前記動画撮影の撮影条件（例えば、超音波の周波数）を変更するた
めの操作用アイコンである。アイコン２５０は、放射線出力装置２２及び放射線撮影装置
２４を制御する場合に医師１８が選択するための選択用アイコンであり、アイコン２５２
は、内視鏡装置３２を制御する場合に医師１８が選択するための選択用アイコンである。
【０１４３】
　図８Ａにおいても、患者１６の超音波画像を取得する目的で、超音波診断装置３０を制
御するために、超音波画像の動画撮影に関わる表示内容が表示部１６０の画面上に表示さ
れる一方で、アイコン２５０、２５２は、破線表示されて、選択できないようになってい
る。
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【０１４４】
　すなわち、操作制御部１５４は、患者１６に対して現在行われている診断又は処置の内
容が、患者１６の超音波画像の取得であるため、図８Ａで操作可能なアイコンをアイコン
２４２、２４４、２４８に限定することを表示制御部１４８に通知し、表示制御部１４８
は、その通知内容に従って、表示部１６０の画面上でアイコン２５０、２５２を破線表示
している。
【０１４５】
　また、操作対象となる超音波診断装置３０に関わるアイコン２４２、２４４、２４８は
、選択できないアイコン２５０、２５２よりも大きく表示されている。
【０１４６】
　ここで、医師１８がアイコン２４８を操作すると、操作制御部１５４は、該アイコン２
４８の操作を有効と判断し、その判断結果を表示制御部１４８に通知する。表示制御部１
４８は、その通知内容に従って、超音波診断装置３０の撮影条件を変更するための表示内
容を表示部１６０に表示させる。これにより、医師１８による撮影条件の変更が可能とな
り、携帯機器４８から超音波診断装置３０を制御することができる。
【０１４７】
　なお、この場合でも、撮影条件を変更する際には、動画撮影を中断させる必要があるた
め、動画撮影の一時停止を示すアイコン２４２を操作しなくても、アイコン２４８が操作
された場合、操作制御部１５４は、前記判断結果を制御部１３２に通知し、制御部１３２
から通信部１３０を介して超音波診断装置３０に、動画撮影の中断を指示するためのコマ
ンドを送信させる。また、図８Ａにおいて、医師１８が誤ってアイコン２５０、２５２を
操作した場合、操作制御部１５４は、医師１８による操作内容を無効と判断し、その判断
結果を表示制御部１４８に通知する。
【０１４８】
　さらに、医師１８がアイコン２４４を操作した場合、操作制御部１５４は、　医師１８
のアイコン２４４の操作を有効と判断すると共に、動画撮影の終了を指示する操作である
と判断し、これらの判断結果を表示制御部１４８及び制御部１３２に通知する。制御部１
３２は、その通知内容に従って、通信部１３０を介して超音波診断装置３０に動画撮影の
終了を指示するためのコマンドを送信して動画撮影を終了させる。
【０１４９】
　また、表示制御部１４８は、前記通知内容に従って、表示部１６０の表示内容を図８Ａ
から図８Ｂに切り替える。図８Ｂにおいて、表示部１６０には、動画像２４０と、個人情
報表示領域２４６と、３つのアイコン２５０、２５２、２５６とが表示される。この場合
、２つのアイコン２５０、２５２は、破線表示から実線表示に切り替わる。また、アイコ
ン２５６は、超音波診断装置３０を制御する場合に医師１８が選択するための選択用アイ
コンである。
【０１５０】
　この場合でも、動画撮影の終了によって、手術室１２内の全ての医療機器が一時的に使
用されない状態となるため、表示部１６０には、全ての医療機器に応じたアイコン２５０
、２５２、２５６が選択可能に表示される。従って、医師１８がいずれか１つのアイコン
を操作すれば、操作制御部１５４は、操作されたアイコンに応じた医療機器が次に制御さ
れると共に、表示部１６０に該医療機器に応じた表示内容が表示されるように、制御部１
３２及び表示制御部１４８を制御する。
【０１５１】
　図９Ａは、患者１６の光学画像を取得する目的で、内視鏡装置３２を制御する場合のタ
ッチパネル１５０の表示内容を図示したものである。
【０１５２】
　表示部１６０の画面には、光学画像の動画像２６０、アイコン２６２、２６４、２６８
～２７２と、個人情報表示領域２６６とが表示されている。動画像２６０には、患者１６
の消化器官２７４に挿入されたファイバスコープ２７６の先端部に設けられた鉗子２７８
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を用いてポリープ等の組織２８０を採取した状態が写り込んでいる。
【０１５３】
　アイコン２６２は、光学画像の動画撮影を一時的に停止（中断）させるための操作用ア
イコンであり、アイコン２６４は、該動画撮影を終了させるための操作用アイコンである
。また、個人情報表示領域２６６には、患者１６の氏名及びＩＤ、消化器官２７４内に送
り込む空気の圧力、光学画像の倍率が表示されている。アイコン２６８は、前記動画撮影
の撮影条件（例えば、消化器官２７４内に送り込む空気の圧力、光学画像の倍率）を変更
するための操作用アイコンである。アイコン２７０は、放射線出力装置２２及び放射線撮
影装置２４を制御する場合に選択するための選択用アイコンであり、アイコン２７２は、
超音波診断装置３０を制御する場合に選択するための選択用アイコンである。
【０１５４】
　図９Ａにおいても、患者１６の光学画像を取得する目的で、内視鏡装置３２を制御する
ために、光学画像の動画撮影に関わる表示内容が表示部１６０の画面上に表示される一方
で、アイコン２７０、２７２は、破線表示されて、選択できないようになっている。
【０１５５】
　すなわち、操作制御部１５４は、患者１６に対して現在行われている診断又は処置の内
容が、患者１６の光学画像の取得及び組織２８０の採取であるため、図９Ａで操作可能な
アイコンをアイコン２６２、２６４、２６８に限定することを表示制御部１４８に通知し
、表示制御部１４８は、その通知内容に従って、表示部１６０の画面上でアイコン２７０
、２７２を破線表示している。
【０１５６】
　また、操作対象となる内視鏡装置３２に関わるアイコン２６２、２６４、２６８は、選
択できないアイコン２７０、２７２よりも大きく表示されている。
【０１５７】
　ここで、医師１８がアイコン２６８を操作すると、操作制御部１５４は、該アイコン２
６８の操作を有効と判断し、その判断結果を表示制御部１４８に通知する。表示制御部１
４８は、その通知内容に従って、内視鏡装置３２の撮影条件を変更するための表示内容を
表示部１６０に表示させる。これにより、医師１８による撮影条件の変更が可能となり、
携帯機器４８から内視鏡装置３２を制御することができる。
【０１５８】
　なお、この場合でも、撮影条件を変更する際には、動画撮影を中断させる必要があるた
め、動画撮影の一時停止を示すアイコン２６２を操作しなくても、アイコン２６８が操作
された場合、操作制御部１５４は、前記判断結果を制御部１３２に通知し、制御部１３２
から通信部１３０を介して内視鏡装置３２に、動画撮影の中断を指示するためのコマンド
を送信させる。また、図９Ａにおいて、医師１８が誤ってアイコン２７０、２７２を操作
した場合、操作制御部１５４は、医師１８による操作内容を無効と判断し、その判断結果
を表示制御部１４８に通知する。
【０１５９】
　さらに、医師１８がアイコン２６４を操作した場合、操作制御部１５４は、　医師１８
のアイコン２６４の操作を有効と判断すると共に、動画撮影の終了を指示する操作である
と判断し、これらの判断結果を表示制御部１４８及び制御部１３２に通知する。制御部１
３２は、その通知内容に従って、通信部１３０を介して内視鏡装置３２に動画撮影の終了
を指示するためのコマンドを送信して動画撮影を終了させる。
【０１６０】
　また、表示制御部１４８は、前記通知内容に従って、表示部１６０の表示内容を図９Ａ
から図９Ｂに切り替える。図９Ｂにおいて、表示部１６０には、動画像２６０と、個人情
報表示領域２６６と、３つのアイコン２７０、２７２、２８２とが表示される。この場合
、２つのアイコン２７０、２７２は、破線表示から実線表示に切り替わる。また、アイコ
ン２８２は、内視鏡装置３２を制御する場合に医師１８が選択するための選択用アイコン
である。
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【０１６１】
　この場合でも、動画撮影の終了によって、手術室１２内の全ての医療機器が一時的に使
用されない状態となるため、表示部１６０には、全ての医療機器に応じたアイコン２７０
、２７２、２８２が選択可能に表示される。従って、医師１８がいずれか１つのアイコン
を操作すれば、操作制御部１５４は、操作されたアイコンに応じた医療機器が次に制御さ
れると共に、表示部１６０に該医療機器に応じた表示内容が表示されるように、制御部１
３２及び表示制御部１４８を制御する。
【０１６２】
　なお、第２の特徴的な機能においても、携帯機器４８とコンソール５２との間では無線
通信による信号の送受信が可能であるため、制御部１３２は、タッチパネル１５０の表示
部１６０の表示内容を通信部１３０から無線通信によりコンソール５２（図１、図２及び
図４参照）に送信し、コンソール５２の表示制御部１９０は、受信した表示内容を表示部
１９２に表示させることも可能である。
【０１６３】
　また、コンソール５２に、送受信設定部１４０、表示制御部１４８、情報管理部１５２
及び操作制御部１５４と同じ機能を有する送受信設定部１８２、表示制御部１９０、情報
管理部１９８及び操作制御部１９９をそれぞれ設け、医師１８又は技師５４が操作部１９
４を操作することにより、手術室１２内の各医療機器を制御することも可能である。
【０１６４】
［第３の特徴的な機能］
　第３の特徴的な機能では、先ず、手術室１２で患者１６に対する手術が行われる前に、
暗号化処理部１４２での暗号化処理に必要な公開鍵又は秘密鍵（暗号キー）を情報管理部
１５２に記憶させると共に、医療機関内の他の医療関係者が所持する携帯機器１２０ａに
も暗号キーを事前に取得させる。
【０１６５】
　その後、カメラ３４は、手術室１２全体（例えば、手術室１２の全景を俯瞰した画像）
、又は、手術室１２の一部（例えば、医師１８による患者１６への手術の状況）を撮影し
てカメラ画像を取得し、該カメラ画像を無線通信により携帯機器４８に送信する。また、
放射線撮影装置２４は、透視撮影の放射線画像を取得し始めると、該放射線画像を無線通
信により携帯機器４８に送信するか、光ファイバケーブル５８及びコンソール５２経由で
携帯機器４８に送信する。さらに、超音波診断装置３０は、超音波画像を取得すると、無
線通信により該超音波画像を携帯機器４８に送信する。内視鏡装置３２は、光学画像を取
得すると、無線通信により該光学画像を携帯機器４８に送信する。
【０１６６】
　これらの動画像に各種の情報（例えば、オーダ情報や撮影条件）が紐付けされていれば
、これらの情報も各装置から携帯機器４８に送信される。携帯機器４８の暗号化処理部１
４２は、上述した動画像（カメラ画像、放射線画像、超音波画像、光学画像）及び紐付け
された各種の情報を受信すると、紐付けされた各種の情報に対して暗号化処理を施す。ま
た、画像処理部１４４は、動画像を地上デジタルテレビ放送用の信号に変換する。暗号化
処理された情報と、地上デジタルテレビ放送用に処理された動画像とは、通信部１３０か
ら医療機関内の所定領域に向けて、地上デジタルテレビ放送によりリアルタイムで配信さ
れる。
【０１６７】
　図１０Ａは、所定領域内にいる医療関係者が所持する携帯機器１２０ａ（図２参照）の
表示部２９０ａに表示された表示内容を図示したものである。また、図１０Ｂは、所定領
域内にいる患者１６の家族が所持する携帯機器１２０ｂの表示部２９０ｂ、又は、所定領
域内に配置された表示装置１２４の表示部２９２に表示された表示内容を図示したもので
ある。
【０１６８】
　この場合、医療関係者が所持する携帯機器１２０ａは、暗号キーを事前に取得している
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ため、地上デジタルテレビ放送により動画像及び暗号化された各種の情報を受信すると、
暗号化された各種の情報（動画像に紐付けされた情報）を復号化する。これにより、表示
部２９０ａの画面上には、動画像２１０が表示されると共に、復号化された情報を個人情
報表示領域２１６に表示させることができる。
【０１６９】
　一方、患者１６の家族が所持する携帯機器１２０ｂや表示装置１２４は、暗号キーを取
得していないため、地上デジタルテレビ放送により動画像及び暗号化された各種の情報を
受信しても、該暗号化された各種の情報に対する復号化を行うことはできず、従って、表
示部２９０ｂ、２９２の画面上には、動画像２１０のみ表示されることになる。
【０１７０】
　なお、第３の特徴的な機能においても、携帯機器４８とコンソール５２との間では無線
通信による信号の送受信が可能であるため、制御部１３２は、地上波デジタルテレビ放送
で配信する動画像及び暗号化された各種の情報を、通信部１３０から無線通信によりコン
ソール５２に送信してもよい。この場合、暗号キーを情報管理部１９８に事前に登録して
おけば、コンソール５２の表示制御部１９０は、暗号化した各種の情報に対する復号化処
理を行い、復号化した情報と動画像とを表示部１９２に表示させることも可能となる。
【０１７１】
　また、コンソール５２に、暗号化処理部１４２及び画像処理部１４４と同じ機能を有す
る暗号化処理部１８４及び画像処理部１８６をそれぞれ設け、地上波デジタルテレビ放送
用の情報（動画像、暗号化した各種の情報）をコンソール５２で生成し、携帯機器４８を
中継器として機能させれば、コンソール５２から携帯機器４８経由で所定領域に向けて地
上波デジタルテレビ放送をリアルタイムで配信することも可能となる。
【０１７２】
［本実施形態の動作］
　次に、本実施形態に係る医療システム１０の動作について説明する。
【０１７３】
　ここでは、最初に、医療システム１０の基本的な動作（例えば、患者１６に対して手術
中に行われる透視撮影）について図１１を参照しながら説明し、次に、本実施形態の特徴
的な動作（第１～第３の特徴的な機能による動作）について、図１２Ａ～図１４を参照し
ながら順に説明する。
【０１７４】
　なお、図１１の基本的な動作とは、透視撮影の開始前から終了まで、コンソール５２が
マスタを維持した場合における医療システム１０全体の動作をいう。従って、図１１では
、医師１８からの指示を受けて技師５４がコンソール５２を操作することに起因して、透
視撮影が開始され、あるいは、終了する場合について説明する。
【０１７５】
　また、図１１～図１４の説明では、放射線撮影装置２４から携帯機器４８に無線通信に
より間引き画像及び紐付けされた各種の情報が送信される一方で、放射線撮影装置２４か
ら光ファイバケーブル５８、コントローラ１０２及びコンソール５２経由で正規の放射線
画像及び紐付けされた各種の情報が送信される場合について説明する。
【０１７６】
　さらに、図１１～図１４の説明では、携帯機器４８から所定領域に向けて、地上デジタ
ルテレビ放送により動画像及び各種の情報をリアルタイムで配信する場合について説明す
る。
【０１７７】
　さらにまた、図１１～図１４の説明では、必要に応じて、図１～図１０Ｂも参照しなが
ら説明する。
【０１７８】
［本実施形態の基本的な動作］
　図１１のステップＳ１において、患者１６（図１及び図２参照）に対する手術に先立ち
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、医療システム１０に用いられる各装置間の通信設定が行われる。
【０１７９】
　具体的に、携帯機器４８の送受信設定部１４０（図３参照）は、携帯機器４８の通信部
１３０と、放射線撮影装置２４の通信部１００、コンソール５２の通信部１７０（図４参
照）、カメラ３４、超音波診断装置３０及び内視鏡装置３２との間で多元接続による無線
通信を行うために、放射線撮影装置２４、超音波診断装置３０、内視鏡装置３２、カメラ
３４及びコンソール５２に所定のチャンネルを割り当てる。また、送受信設定部１４０は
、これらの装置に送信するコマンドも選定する。さらに、送受信設定部１４０は、他の医
療関係者が所持する携帯機器１２０ａに対して、暗号化処理部１４２での暗号化処理に用
いられる公開鍵又は秘密鍵（暗号キー）を通知することにより、該携帯機器１２０ａの事
前登録を行う。割り当てられたチャンネル、選定されたコマンド及び暗号キーは、情報管
理部１５２で管理される。
【０１８０】
　そして、患者１６を手術室１２に案内して手術が行われる場合、次のステップＳ２にお
いて、カメラ３４は、手術室１２内の撮影を開始する。カメラ３４が撮影した手術室１２
の動画像（少なくとも１フレーム分のカメラ画像）は、無線通信により携帯機器４８に逐
次送信される。携帯機器４８の画像処理部１４４は、受信したカメラ画像を地上デジタル
テレビ放送用の信号に変換する処理を行い、処理後のカメラ画像を画像メモリ１４６に記
憶する。
【０１８１】
　次のステップＳ３において、制御部１３２は、画像メモリ１４６に記憶されたカメラ画
像を、通信部１３０から所定領域に向けて地上デジタルテレビ放送によるリアルタイムで
の配信を開始させる。これにより、所定領域にある携帯機器１２０ａ、１２０ｂ及び表示
装置１２４は、カメラ画像を受信し、表示部２９０ａ、２９０ｂ、２９２にそれぞれ表示
する。この結果、他の医療関係者や患者１６の家族は、表示部２９０ａ、２９０ｂ、２９
２の表示内容を見ることで、手術室１２の現状を把握することができる。なお、携帯機器
４８は、手術室１２のカメラ画像のみ放送し、患者１６の個人情報を配信しないので、各
表示部２９０ａ、２９０ｂ、２９２には、手術室１２の映像のみ表示される。
【０１８２】
　また、地上デジタルテレビ放送によりリアルタイムで配信されるカメラ画像は、携帯機
器４８の表示部１６０にも表示される。さらに、コンソール５２もカメラ画像を受信し、
該カメラ画像を表示部１９２や表示装置３６に表示させることが可能である。
【０１８３】
　次に、患者１６を手術室１２に案内し、該患者１６を手術台１４に横臥させた後に、医
師１８による患者１６の手術が開始される。前述のように、カメラ３４が手術室１２を撮
影し続けることにより、カメラ画像が地上デジタルテレビ放送によりリアルタイムで配信
されるため、手術室１２での患者１６に対する手術の模様が携帯機器１２０ａ、１２０ｂ
の表示部２９０ａ、２９０ｂ、表示装置１２４の表示部２９２、携帯機器４８の表示部１
６０、コンソール５２の表示部１９２及び表示装置３６にそれぞれ表示される。これによ
り、他の医療関係者や患者１６の家族は、患者１６に対する手術が行われていることを把
握することができる。
【０１８４】
　そして、患者１６に対する手術中、医師１８は、患者１６に対する透視撮影が必要と判
断した場合に、技師５４に対して口頭で透視撮影の開始を指示する。
【０１８５】
　技師５４は、医師１８からの指示を受けて、コンソール５２の操作部１９４を操作する
。これにより、制御部１７４は、ＲＩＳ１１２又はＨＩＳ１１４からオーダ情報を取得し
、取得したオーダ情報をオーダ情報記憶部１７６に記憶する（ステップＳ４）。
【０１８６】
　ステップＳ５において、技師５４による操作部１９４の操作に起因して、制御部１７４
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は、オーダ情報に含まれる患者１６の撮影部位及び撮影方法や、放射線出力装置２２及び
放射線撮影装置２４の情報に基づいて、放射線出力装置２２の放射線源１０６から患者１
６の撮影部位に放射線２０を照射させるための撮影条件（管電圧、管電流、照射時間）を
設定し、設定した撮影条件とオーダ情報とを撮影条件記憶部１７８に記憶する。
【０１８７】
　ステップＳ６において、技師５４は、患者１６と手術台１４との間に放射線撮影装置２
４を挿入した後に、放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４に対する患者１６の撮影
部位のポジショニングを行う。
【０１８８】
　この場合、放射線出力装置２２の制御部１０８は、コンソール５２に撮影条件等の送信
を要求し、制御部１３２は、通信部１７２を介して受信した放射線出力装置２２の送信要
求に基づき、撮影条件記憶部１７８に記憶された撮影条件を通信部１７２を介して制御部
１０８に送信する。
【０１８９】
　また、放射線撮影装置２４内において、バッテリ９２からカセッテ制御部８２及び通信
部９４に電力が供給されていれば、カセッテ制御部８２は、通信部９４を介してコンソー
ル５２にオーダ情報等の送信を要求する。制御部１３２は、通信部１７２を介して受信し
たカセッテ制御部８２の送信要求に基づき、撮影条件記憶部１７８に記憶されたオーダ情
報及び撮影条件を通信部１７２を介して放射線撮影装置２４に送信する。カセッテ制御部
８２は、通信部９４を介して受信したオーダ情報及び撮影条件を情報記憶部８８に記憶す
る。なお、バッテリ９２から放射線変換パネル８０の各画素に電圧が供給されることによ
り、各画素では、放射線２０を電荷に変換して蓄積可能な状態に至る。
【０１９０】
　さらに、携帯機器４８のバッテリ１５６から該携帯機器４８の各部に電力が供給されて
いる場合、制御部１３２も、通信部１３０を介してコンソール５２にオーダ情報等の送信
を要求する。制御部１３２は、通信部１７０を介して受信した制御部１３２の送信要求に
基づき、撮影条件記憶部１７８に記憶されたオーダ情報及び撮影条件を通信部１７０を介
して携帯機器４８に送信する。制御部１３２は、通信部１３０を介して受信したオーダ情
報をオーダ情報記憶部１３４に記憶すると共に、該オーダ情報及び撮影条件を撮影条件記
憶部１３６に記憶する。
【０１９１】
　そして、患者１６のポジショニング等の撮影準備が完了したことを前提に、技師５４は
、曝射スイッチ１９６を投入する。これにより、制御部１７４は、放射線源１０６からの
放射線２０の出力の開始と、放射線変換パネル８０における放射線２０の検出及び放射線
画像への変換との同期を取ることにより、患者１６の撮影部位に対する放射線撮影を実行
するための同期制御信号を生成する。制御部１７４は、生成した同期制御信号（コマンド
）を通信部１７２を介して放射線出力装置２２に送信すると共に、通信部１７０から無線
通信により放射線撮影装置２４及び携帯機器４８に送信する。
【０１９２】
　これにより、放射線出力装置２２の制御部１０８は、同期制御信号を受信すると、前記
撮影条件に従って、所定の線量からなる放射線２０を放射線源１０６から患者１６の撮影
部位に向けて所定の照射時間だけ照射させる（ステップＳ７）。
【０１９３】
　放射線２０は、患者１６の撮影部位を透過して放射線撮影装置２４内の放射線変換パネ
ル８０に至る。ここで、直接変換型の放射線変換パネル８０であれば、ａ－Ｓｅ等からな
る放射線変換層で放射線２０が電荷に直接変換され、各画素に蓄積される。一方、間接変
換型の放射線変換パネル８０であれば、シンチレータで放射線２０が蛍光に一旦変換され
、各画素の光電変換素子で該蛍光が電荷に変換されて蓄積される。
【０１９４】
　カセッテ制御部８２は、通信部９４を介して同期制御信号を受信しているので、放射線
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変換パネル８０に制御信号を供給することにより、各画素に蓄積された患者１６の放射線
画像に応じた電荷を電気信号として読み出す。すなわち、カセッテ制御部８２は、マトリ
ックス状に配列された各画素の電荷をライン毎に順次読み出し、読み出した電荷に応じた
電気信号を１フレーム分の放射線画像としてフレームメモリ８４に一旦記憶する（ステッ
プＳ８）。
【０１９５】
　次のステップＳ９において、紐付け処理部９０は、フレームメモリ８４に記憶された１
フレーム分の放射線画像と、情報記憶部に記憶されたカセッテＩＤ情報、オーダ情報及び
撮影条件とを紐付けし、紐付け後の放射線画像、カセッテＩＤ情報、オーダ情報及び撮影
条件とを画像記憶部８６に記憶する（ステップＳ１０）。
【０１９６】
　ステップＳ１１において、カセッテ制御部８２は、画像記憶部８６に記憶された放射線
画像、カセッテＩＤ情報、オーダ情報及び撮影条件を通信部９４及び光ファイバケーブル
５８ａを介してコントローラ１０２に転送すると共に、信号処理部９８に出力する。
【０１９７】
　信号処理部９８は、放射線画像に対して所定の間引き処理を行って間引き画像を生成し
、通信部１００は、間引き画像と、カセッテＩＤ情報、オーダ情報及び撮影条件とを無線
通信により携帯機器４８に送信する。
【０１９８】
　携帯機器４８の通信部１３０が放射線撮影装置２４から間引き画像及び該間引き画像に
紐付けされた各種の情報（カセッテＩＤ情報、オーダ情報及び撮影条件）を受信した場合
、制御部１３２は、間引き画像及び紐付けされた各種の情報を画像メモリ１４６に記憶し
、表示制御部１４８は、画像メモリ１４６に記憶された間引き画像及び紐付けされた各種
の情報を表示部１６０に表示させる（ステップＳ１２）。医師１８は、表示部１６０の表
示内容を見ることにより、患者１６の撮影部位の状況を直ちに把握することができる。
【０１９９】
　一方、コントローラ１０２は、光ファイバケーブル５８ａを介して受信した放射線画像
及び該放射線画像に紐付けされた各種の情報（カセッテＩＤ情報、オーダ情報及び撮影条
件）を記憶部１０４に記憶すると共に、光ファイバケーブル５８ｂを介してコンソール５
２に送信する。コンソール５２の制御部１７４は、通信部１７２を介して放射線画像及び
紐付けされた各種の情報を受信すると、画像メモリ１８８に記憶すると共に、表示部１９
２に表示させる（ステップＳ１２）。技師５４は、表示部１９２の表示内容を見ることに
より、患者１６の撮影部位の状況や放射線画像の画質等を把握することができる。
【０２００】
　また、コンソール５２の制御部１７４は、画像メモリ１８８に記憶された放射線画像及
び紐付けされた各種の情報を通信部１７０を介して無線通信により携帯機器４８に転送す
る。放射線撮影装置２４から転送された放射線画像及び紐付けされた各種の情報を携帯機
器４８の通信部１３０が受信した場合、制御部１３２は、受信した放射線画像及び紐付け
された各種の情報を画像メモリ１４６に一旦記憶する。表示制御部１４８は、間引き画像
及び紐付けされた各種の情報に代えて、正規の放射線画像及び紐付けされた各種の情報を
表示するように表示部１６０を制御する（ステップＳ１２）。医師１８は、表示部１６０
を見ることにより、患者１６の撮影部位の詳細な状況や放射線画像の画質等を把握するこ
とができる。
【０２０１】
　次に、画像処理部１４４は、放射線画像を地上デジタルテレビ放送用の信号に変換し、
一方で、暗号化処理部１４２は、情報管理部１５２に管理された暗号キーを用いて、放射
線画像に紐付けされた各種の情報に対する暗号化処理を行う。制御部１３２は、地上デジ
タルテレビ放送用の放射線画像と、暗号化された各種の情報とを画像メモリ１４６に記憶
すると共に、通信部１３０から所定領域に向けて、地上デジタルテレビ放送により、放射
線画像及び暗号化された各種の情報をリアルタイムで配信する。なお、受信側である携帯



(27) JP 2013-111402 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

機器１２０ａ、１２０ｂ及び表示装置１２４側の処理については、図１４において詳しく
説明する。
【０２０２】
　次のステップＳ１３において、透視撮影を継続する場合（ステップＳ１３：ＮＯ）、ス
テップＳ７に戻り、次の放射線２０の照射が行われる。従って、ステップＳ７～Ｓ１３の
処理を繰り返すことにより、患者１６の撮影部位の動画像（複数のフレームの放射線画像
）を取得することができる。
【０２０３】
　また、ステップＳ１３において、透視撮影を終了する場合（ステップＳ１３：ＹＥＳ）
、医師１８は、技師５４に対して口頭で透視撮影の終了を指示する。医師１８からの指示
に従って技師５４が操作部１９４を操作すると、制御部１７４は、通信部１７２を介して
放射線出力装置２２に透視撮影の終了を指示するコマンドを送信すると共に、通信部１７
０を介して無線通信により放射線撮影装置２４及び携帯機器４８に前記コマンドを送信す
る。これにより、制御部１０８は、受信したコマンドに基づいて、放射線源１０６からの
放射線２０の出力を停止させる。これにより、地上デジタルテレビ放送による放射線画像
の配信が終了する。
【０２０４】
　なお、透視撮影が終了しても、患者１６に対する手術が引き続き行われている場合もあ
るので、技師５４は、患者１６と手術台１４との間に挿入された放射線撮影装置２４を抜
き取らず、該患者１６の現在のポジショニング状態を維持させる。
【０２０５】
　その後、患者１６に対する手術が終了し、手術台１４に横臥した患者１６が手術室１２
から退室した後に、カメラ３４による手術室１２の撮影を停止させ（ステップＳ１４：Ｙ
ＥＳ）、地上デジタルテレビ放送によるカメラ画像の配信も終了する。
【０２０６】
［第１の特徴的な機能による動作］
　次に、図１２Ａ～図１２Ｃを参照して、第１の特徴的な機能による動作を説明する。
【０２０７】
　図１１のステップＳ７で透視撮影が開始された直後の図１２ＡのステップＳ２０におい
て、コンソール５２の切替処理部１８０（図４参照）は、放射線出力装置２２及び放射線
撮影装置２４（図１及び図２参照）を制御するマスタを携帯機器４８に切り替えると共に
、該コンソール５２をスレーブに切り替える。次に、切替処理部１８０は、透視撮影の開
始によりマスタ及びスレーブの関係が切り替わったことを、通信部１７０から無線通信に
より携帯機器４８の切替処理部１３８（図３参照）に通知する。従って、制御部１７４は
、技師５４が操作部１９４等を操作しても動作しないように（技師５４による操作が無効
となるように）、コンソール５２内の各部を制御する。
【０２０８】
　携帯機器４８では、通信部１３０が切替処理部１８０からの通知内容を受信すると、透
視撮影の開始によって携帯機器４８がマスタに切り替わったことを認識することができる
。また、制御部１３２は、通知内容に基づいて、医師１８が携帯機器４８を操作できるよ
うに、携帯機器４８の各部を制御する。従って、ステップＳ２０後、医療システム１０で
は、図１１のステップＳ８以降の処理が行われる。
【０２０９】
　一方、ステップＳ１３において、医師１８によりアイコン２１４（図６Ａ及び図７Ａ参
照）が操作されることにより、又は、アイコン２１４の操作に起因して透視撮影の終了を
指示するコマンドが放射線撮影装置２４及びコンソール５２に送信された場合に（ステッ
プＳ１３：ＹＥＳ）、次の図１２ＢのステップＳ２１において、マスタである携帯機器４
８の切替処理部１３８は、透視撮影が終了したと判定し、その判定結果に基づいて、携帯
機器４８をスレーブに切り替えると共に、コンソール５２をマスタに切り替える。次に、
切替処理部１３８は、透視撮影の終了によりマスタ及びスレーブの関係が切り替わったこ
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とを、通信部１３０から無線通信によりコンソール５２の切替処理部１８０に通知する。
従って、制御部１３２は、医師１８が操作部１６２等を操作しても動作しないように（医
師１８による操作が無効となるように）、携帯機器４８内の各部を制御する。
【０２１０】
　そして、コンソール５２では、切替処理部１３８からの通知内容を通信部１７０が受信
すると、透視撮影の終了によってコンソール５２がマスタに切り替わったことを認識する
ことができる。また、制御部１７４は、通知内容に基づいて、技師５４がコンソール５２
を操作できるように、コンソール５２の各部を制御する。
【０２１１】
　さらに、ステップＳ１２で携帯機器４８の表示部１９２等に放射線画像が表示され、こ
の放射線画像が医師１８にとり見づらい動画像である場合、医師１８は、撮影条件の再設
定や患者１６のポジショニングを行うために透視撮影を中断させることを決定し、アイコ
ン２１２を操作する（ステップＳ２２：ＹＥＳ）。
【０２１２】
　この場合、切替処理部１３８は、透視撮影が中断しても、医師１８による携帯機器４８
の操作が引き続き行われるため、該携帯機器４８をマスタに維持する（ステップＳ２３）
。一方、携帯機器４８の制御部１３２は、放射線２０の照射の中断を指示するコマンドを
、通信部１３０から無線通信により放射線撮影装置２４に送信すると共に、コンソール５
２を介して放射線出力装置２２にも送信する。従って、制御部１０８は、受信したコマン
ドに基づいて、放射線源１０６からの放射線２０の出力を中断させる。
【０２１３】
　そして、透視撮影が中断している時間帯において、医師１８からの口頭による指示に従
って、技師５４が患者１６に対するポジショニングを行うか（ステップＳ６）、又は、医
師１８が携帯機器４８の操作部１６２を操作して撮影条件の再設定を行う（ステップＳ５
）。あるいは、オーダ情報が間違っている場合、医師１８は、携帯機器４８の操作部１６
２を操作してオーダ情報の再設定を行うことも可能である（ステップＳ４）。
【０２１４】
　これらの作業の後、医師１８がアイコン２２６を操作すると、制御部１３２は、（再設
定後の撮影条件を含めた）放射線２０の照射の再開を指示するコマンドを、通信部１３０
から無線通信により放射線撮影装置２４に送信すると共に、コンソール５２を介して放射
線出力装置２２に送信するため、制御部１０８は、受信したコマンドに基づいて、（再設
定後の撮影条件を反映した）放射線源１０６からの放射線２０の出力を再開させることが
できる（ステップＳ７）。
【０２１５】
［第２の特徴的な機能による動作］
　次に、図１３を参照して、第２の特徴的な機能による動作を説明する。
【０２１６】
　先ず、ステップＳ３１において、医師１８（図１及び図５参照）が特定の医療機器を使
用したい場合、他の医療機器を現在使用中であれば（ステップＳ３１：ＹＥＳ）、該医師
１８は、操作部１６２（図６Ａ及び図７Ａのアイコン２１４、図８Ａのアイコン２４４、
図９Ａのアイコン２６４）を操作して、前記他の医療機器の使用を終了させる（ステップ
Ｓ３２）。
【０２１７】
　すなわち、ステップＳ３２において、携帯機器４８の制御部１３２は、通信部１３０を
介して無線通信により前記他の医療機器に動画像の撮影を終了させるためのコマンドを送
信する。これにより、前記他の医療機器は、受信したコマンドに従って、該動画像の撮影
を終了する。
【０２１８】
　この結果、手術室１２内の全ての医療機器が使用可能な状態に至り、表示部１６０の表
示内容は、図７Ｂ、図８Ｂ及び図９Ｂの表示内容に切り替わる。なお、図７Ｂは、放射線
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出力装置２２及び放射線撮影装置２４の使用を終了した場合を図示し、図８Ｂは、超音波
診断装置３０の使用を終了した場合を図示し、図９Ｂは、内視鏡装置３２の使用を終了し
た場合を図示している。
【０２１９】
　次のステップＳ３３において、医師１８が前記特定の医療機器を示すアイコン（アイコ
ン２３２～２３６、２５０、２５２、２５６、２７０、２７２、２８２のうち、いずれか
１つのアイコン）を操作した場合、操作制御部１５４は、医師１８による前記アイコンの
操作が有効と判断し、前記特定の医療機器が選択されたことを制御部１３２及び表示制御
部１４８に通知する。これにより、制御部１３２は、通信部１３０から無線通信により前
記特定の医療機器に対して、該特定の医療機器が制御対象として選択されたことを通知す
る。また、表示制御部１４８は、前記特定の医療機器を操作するための表示内容を表示部
１６０に表示させる。
【０２２０】
　これにより、次のステップＳ３４において、医師１８が操作部１６２を操作して前記特
定の医療機器を操作することが可能となる。なお、医師１８が操作部１６２（前記特定の
医療機器を示すアイコン）を操作すると、操作制御部１５４は、医師１８による前記アイ
コンの操作が有効と判断し、その操作内容を制御部１３２及び表示制御部１４８に通知す
る。
【０２２１】
　制御部１３２は、通知内容に応じたコマンドを通信部１３０から無線通信により前記特
定の医療機器に送信する。前記特定の医療機器は、前記コマンドに従って動画像を取得し
、取得した動画像を無線通信により携帯機器４８に送信する。これにより、携帯機器４８
では、受信した動画像を表示部１６０に表示することが可能となる。一方、表示制御部１
４８は、通知内容に応じた表示内容を表示するように表示部１６０を制御する。
【０２２２】
　次のステップＳ３５において、前記特定の医療機器の使用を終了する場合には（ステッ
プＳ３５：ＹＥＳ）、前述のステップＳ３２と同様に、医師１８は、操作部１６２（アイ
コン２１４、２４４、２６４）を操作して、前記特定の医療機器の使用を終了させればよ
い（ステップＳ３６）。これにより、制御部１３２は、通信部１３０を介して無線通信に
より前記特定の医療機器に動画像の撮影を終了させるためのコマンドを送信する。この結
果、前記特定の医療機器は、受信したコマンドに従って、該動画像の撮影を終了する。
【０２２３】
　なお、ステップＳ３１において、前記他の医療機器の使用を継続する場合には（ステッ
プＳ３１：ＮＯ）、ステップＳ３２の処理は行わず、前記他の医療機器に対してステップ
Ｓ３３以降の処理を行えばよい。この場合、上述したステップＳ３３～Ｓ３６の説明にお
いて、「特定の医療機器」の文言を「他の医療機器」に置き換えれば、前記他の医療機器
に対する説明となるため、該他の医療機器に関するステップＳ３３～Ｓ３６の説明につい
ては省略する。
【０２２４】
［第３の特徴的な機能による動作］
　次に、図１４を参照して、第３の特徴的な機能による動作を説明する。
【０２２５】
　携帯機器４８から所定領域に向けての地上デジタルテレビ放送によるリアルタイムでの
動画像及び暗号化された各種の情報（動画像に紐付けされた情報）の配信については、図
１１において既に説明したので、ここでは、受信側である携帯機器１２０ａ、１２０ｂ及
び表示装置１２４での処理について説明する。
【０２２６】
　先ず、ステップＳ４１において、所定領域にある携帯機器１２０ａが動画像及び暗号化
された各種の情報を受信した場合、最初の受信であれば（ステップＳ４２：ＮＯ）、携帯
機器１２０ａは、暗号キー（パスワード等）の取得による事前登録を予め行っているため
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（ステップＳ４３：ＹＥＳ）、例えば、表示部２９０ａにパスワードの入力画面を表示し
、該携帯機器１２０ａを所持する他の医療関係者に対して、パスワードの入力を促す。
【０２２７】
　ステップＳ４４において、該他の医療関係者が携帯機器１２０ａを操作してパスワード
を入力し、入力したパスワードと予め取得したパスワードとが一致すれば、携帯機器１２
０ａは、暗号化された各種の情報に対する復号化処理を行い（ステップＳ４５）、動画像
と、復号化された情報とを表示部２９０ａに表示する（ステップＳ４６、図１０Ａ）。従
って、他の医療関係者は、表示部２９０ａの表示内容を見ることで、患者１６に関わる動
画像と、患者１６に関わる個人情報（オーダ情報、撮影条件等）とを把握することができ
る。
【０２２８】
　地上デジタルテレビ放送が終了せず（ステップＳ４７：ＮＯ）、引き続き次の動画像及
び暗号化された各種の情報を受信した場合（ステップＳ４１）、携帯機器１２０ａは、２
回目以降の受信であるため（ステップＳ４２：ＹＥＳ）、パスワードの入力操作を省略し
、直ちにステップＳ４５、Ｓ４６の処理を行う。
【０２２９】
　従って、地上デジタルテレビ放送が終了するまで（ステップＳ４７：ＹＥＳ）、携帯機
器１２０ａは、ステップＳ４１、Ｓ４２、Ｓ４５～Ｓ４７の処理を繰り返し行う。
【０２３０】
　一方、所定領域にある携帯機器１２０ｂ及び表示装置１２４が動画像及び暗号化された
各種の情報を受信する場合（ステップＳ４１）、最初の受信であれば（ステップＳ４２：
ＮＯ）、携帯機器１２０ｂ及び表示装置１２４は、パスワードの取得による事前登録を行
っていないため（ステップＳ４３：ＮＯ）、暗号化された各種の情報に対する復号化処理
は行うことができず、動画像のみを表示部２９０ｂ、２９２に表示することになる（ステ
ップＳ４８、図１０Ｂ）。従って、患者１６の家族は、表示部２９０ｂ、２９２の表示内
容を見ることで、患者１６に関わる動画像を把握することができる。
【０２３１】
　地上デジタルテレビ放送が終了せず（ステップＳ４７：ＮＯ）、引き続き次の動画像及
び暗号化された各種の情報を受信した場合（ステップＳ４１）、携帯機器１２０ｂ及び表
示装置１２４は、２回目以降の受信であるため（ステップＳ４２：ＹＥＳ）、引き続きス
テップＳ４８の処理を行う。
【０２３２】
　従って、地上デジタルテレビ放送が終了するまで（ステップＳ４７：ＹＥＳ）、携帯機
器１２０ｂ及び表示装置１２４は、ステップＳ４１、Ｓ４２、Ｓ４８、Ｓ４７の処理を繰
り返し行う。
【０２３３】
［本実施形態の効果］
　以上説明したように、本実施形態に係る医療システム１０によれば、第１～第３の特徴
的な機能を有することにより、下記の効果が得られる。
【０２３４】
［第１の特徴的な機能が奏する効果］
　第１の特徴的な機能によれば、透視撮影の開始後に、放射線出力装置２２及び放射線撮
影装置２４を制御する装置（マスタ）を、コンソール５２から携帯機器４８に切り替える
。すなわち、携帯機器４８及びコンソール５２は、放射線出力装置２２及び放射線撮影装
置２４を制御するためのマスタ及びスレーブの関係にあり、透視撮影の開始前は、コンソ
ール５２がマスタであると共に携帯機器４８がスレーブであり、透視撮影の開始後に、コ
ンソール５２がスレーブ、携帯機器４８がマスタにそれぞれ切り替わる。
【０２３５】
　これにより、例えば、医師１８は、透視撮影の中断及び透視撮影の撮影条件の再設定を
技師５４に口頭で指示しなくても、患者１６の近傍（医師１８の手元）に配置されている
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、マスタに切り替わった携帯機器４８を操作して、撮影条件の再設定を迅速且つ的確に行
うことができる。一方、技師５４は、患者１６の体動が発生した場合に、医師１８からの
口頭による指示を受けて、透視撮影が中断している時間帯に、患者１６のポジショニング
のみ行えばよい。この結果、技師５４の作業負担が軽減され、該ポジショニングを迅速に
行うことができる。
【０２３６】
　従って、第１の特徴的な機能によれば、透視撮影の開始後に発生する撮影条件の変更や
患者１６のポジショニング等の作業を迅速且つ的確に行うことができ、一旦中断した透視
撮影を速やかに再開することが可能となる。
【０２３７】
　また、透視撮影の終了後、切替処理部１３８、１８０は、マスタを携帯機器４８からコ
ンソール５２に切り替えるので、技師５４は、マスタに切り替わったコンソール５２を操
作して、次の透視撮影の撮影条件等を設定することができる。
【０２３８】
　また、透視撮影が中断した場合に、医師１８が携帯機器４８を操作できるようにするた
め、切替処理部１３８、１８０は、透視撮影が中断しても、携帯機器４８をマスタに維持
する。従って、コンソール５２は、透視撮影が終了するまでスレーブに維持される。
【０２３９】
　さらに、携帯機器４８がマスタである場合に、携帯機器４８のタッチパネル１５０に対
する医師１８の操作に起因して、放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４が制御され
るため、医師１８は、タッチパネル１５０を操作して撮影条件の再設定を容易に行うこと
ができる。しかも、タッチパネル１５０は、表面に凹凸がないため、手術後にタッチパネ
ル１５０の表面に対して滅菌処理を行えば、該表面を清潔に保つことができ、院内感染を
防止することも可能となる。
【０２４０】
　また、切替処理部１３８、１８０が携帯機器４８とコンソール５２とに設けられ、携帯
機器４８とコンソール５２との間では無線通信による信号の送受信が可能であるため、携
帯機器４８とコンソール５２との間でのマスタ及びスレーブの切替処理を速やかに行うこ
とができる。また、携帯機器４８がマスタである場合に、該携帯機器４８は、コンソール
５２を中継器として機能させて、放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４を制御する
ことも可能となる。
【０２４１】
　さらに、放射線撮影装置２４は、通信部９４とコンソール５２との間で光ファイバケー
ブル５８を用いた有線通信により信号の送受信を行うと共に、通信部１００と携帯機器４
８との間で無線通信による信号の送受信を行っている。この場合、通信部９４は、画像記
憶部８６に記憶された正規の放射線画像を通信部９４からコンソール５２に送信し、通信
部１００は、信号処理部９８で前記放射線画像を間引くことにより生成された間引き画像
を無線通信により携帯機器４８に送信する。
【０２４２】
　放射線画像よりもデータ量の少ない（フレームレートを低下させて情報量を少なくした
）間引き画像を生成することにより、放射線撮影装置２４から携帯機器４８に無線通信で
動画像（間引き画像）を送信することが可能となる。これにより、携帯機器４８の表示部
１６０に間引き画像を速やかに表示することが可能になる。
【０２４３】
　また、間引き処理の行われない正規の放射線画像を放射線撮影装置２４からコンソール
５２に有線通信により送信すれば、コンソール５２の表示部１９２や表示装置３６に放射
線画像を表示すると共に、コントローラ１０２の記憶部１０４に該放射線画像を記憶させ
ることも可能となる。さらに、コンソール５２がマスタである場合、該コンソール５２は
、通信部９４を介して放射線撮影装置２４を直接制御し、一方で、携帯機器４８がマスタ
である場合、該携帯機器４８は、通信部１００を介して放射線撮影装置２４を直接制御す
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ることも可能となる。
【０２４４】
　また、通信部９４から光ファイバケーブル５８を介したコンソール５２との間での信号
の送受信に異常があることで、記憶部１０４に放射線画像を記憶することができなくなっ
ても、放射線撮影装置２４が画像記憶部８６を具備することにより、該放射線撮影装置２
４側で放射線画像を記憶することができる。さらに、放射線撮影装置２４は、携帯機器４
８を介してコンソール５２に正規の放射線画像を無線通信により送信することも可能とな
る。なお、コンソール５２がマスタに切り替わっても光ファイバケーブル５８による信号
の送受信の異常状態が継続している場合に、コンソール５２は、携帯機器４８を中継器と
して機能させることにより、放射線撮影装置２４を制御することもできる。
【０２４５】
［第２の特徴的な機能が奏する効果］
　第２の特徴的な機能によれば、医師１８による携帯機器４８の操作部１６２の操作に起
因して、操作内容に応じた信号（医療機器を制御するためのコマンド）が通信部１３０か
ら操作対象の医療機器に送信され、該医療機器は、受信した信号に従って制御される。こ
れにより、手術室１２で患者１６に対して手術を行っている医師１８は、医療機器の操作
者（例えば、技師５４）に口頭で指示しなくても、又は、医師１８が使用する手術器具よ
りも滅菌レベルが低い医療機器を直接操作できなくても、該医師１８の手元に配置された
携帯機器４８の操作部１６２を操作することにより、当該医療機器を制御することができ
る。このように、携帯機器４８が各医療機器に対するリモートコントローラとして機能す
るので、医師１８は、手術の進行状況に応じて、手元の携帯機器４８を操作して所望の医
療機器を制御することにより、該医療機器の操作を迅速且つ的確に行うことが可能となる
。
【０２４６】
　しかも、第２の特徴的な機能では、医師１８による操作部１６２の操作に起因して制御
される医療機器を操作制御部１５４が限定するので、医師１８は、患者１６に対する診断
又は処置の内容に応じた適切な医療機器を確実に操作することができる。
【０２４７】
　また、手術室１２には多数の医療機器が配置され、患者１６に対する手術を円滑に行う
ために、複数の医療機器を同時に使用しないようにしている。そのため、各医療機器のう
ち、いずれか１つの医療機器が使用中である場合に、操作制御部１５４は、使用中の医療
機器に対する医師１８による操作部１６２の操作を有効にすると共に、他の医療機器に対
する医師１８による操作部１６２の操作を無効にするようにしている。これにより、医師
１８は、操作対象となる１つの医療機器を確実に操作することができるので、他の医療機
器が誤って操作されることを確実に防止することができる。
【０２４８】
　また、携帯機器４８は、表示部１６０及び操作部１６２を含むタッチパネル１５０を具
備している。この場合、操作部１６２は、タッチパネル１５０の画面上に表示されて、各
医療機器、及び／又は、該各医療機器に対する操作内容を示し、且つ、各医療機器に対す
る医師１８の操作が可能なアイコン２０４、２１２、２１４、２２６、２３０～２３６、
２４２、２４４、２４８～２５２、２５６、２６２、２６４、２６８、２７０、２７２、
２８２、及び、テキストボックス表示領域２２８等のウィジェットである。そして、操作
制御部１５４は、使用中の医療機器に応じたアイコン等に対する医師１８の操作を有効に
すると共に、他の医療機器に応じたアイコン等に対する医師１８の操作を無効にしている
。
【０２４９】
　このように、各医療機器に対する操作内容がアイコンやテキストボックス等のウィジェ
ットとしてタッチパネル１５０の表示部１６０に表示されるので、医師１８は、これらの
ウィジェットを操作することにより、使用中の医療機器を容易に操作することができる。
また、使用中ではない他の医療機器に応じたウィジェットを医師１８が操作しても、その
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操作結果が無効になるため、他の医療機器が誤って制御されることを確実に防止すること
ができる。
【０２５０】
　そして、表示部１６０において、使用中の医療機器に応じたウィジェットが、他の医療
機器に応じたウィジェットよりも大きく表示されていれば、医師１８は、使用中の医療機
器に応じたウィジェットを容易に操作することができる。
【０２５１】
　また、表示部１６０に、携帯機器４８から使用中の医療機器に対する制御を終了するた
めの終了用のアイコン２１４、２４４、２６４を表示し、医師１８がアイコン２１４、２
４４、２６４を操作した場合、操作制御部１５４は、各医療機器に応じたアイコン２３２
～２３６、２５０、２５２、２５６、２７０、２７２、２８２に対する操作を有効状態に
切り替える。これにより、医師１８は、アイコン２３２～２３６、２５０、２５２、２５
６、２７０、２７２、２８２を操作して、次に使用する医療機器を選択することが可能と
なる。
【０２５２】
　この場合、操作制御部１５４は、各アイコン２３２～２３６、２５０、２５２、２５６
、２７０、２７２、２８２に対する医師１８の操作が有効状態に切り替わった後に、医師
１８が１つの医療機器に応じたアイコンを操作した場合には、操作されたアイコンに応じ
た１つの医療機器を新たに使用する医療機器と判定し、この判定結果に応じた信号を通信
部１３０を介して新たに使用する医療機器に送信すると共に、他の医療機器に応じた操作
用画像に対する医師１８の操作を無効状態に切り替えるようにしている。
【０２５３】
　また、手術室１２には、前述のように多数の医療機器が配置されているため、通信部１
３０から１つの医療機器に信号（コマンド）が確実に送信される必要がある。そこで、携
帯機器４８は、各医療機器を制御する前に、送受信設定部１４０により、通信部１３０と
各医療機器との間での多元接続の無線通信による信号の送受信を予め設定している。
【０２５４】
　多元接続による信号の送受信を予め設定することにより、限られた周波数帯域（例えば
、２．４ＧＨｚ～２．５６ＧＨｚの帯域）内で、通信部１３０と１つの医療機器との間の
無線通信による信号の送受信を確実に行うことが可能となる。
【０２５５】
　また、放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４が使用中である場合に、携帯機器４
８は、操作部１６２で操作された操作内容に応じた信号を、通信部１３０から無線通信に
よりコンソール５２に送信することにより、コンソール５２を介して放射線出力装置２２
及び放射線撮影装置２４を制御する。これにより、携帯機器４８は、コンソール５２を中
継器として機能させて、放射線出力装置２２及び放射線撮影装置２４を制御することも可
能となる。
【０２５６】
　あるいは、通信部１３０から放射線撮影装置２４に信号を送信すると共に、通信部１３
０からコンソール５２を介して放射線出力装置２２に信号を送信することにより、放射線
出力装置２２及び放射線撮影装置２４を制御してもよい。この場合でも、携帯機器４８は
、放射線撮影装置２４を直接制御すると共に、コンソール５２を中継器として機能させて
、放射線出力装置２２を制御することができる。
【０２５７】
［第３の特徴的な機能が奏する効果］
　第３の特徴的な機能によれば、患者１６の診断又は処置に関わる動画像を、所定領域内
に向けて、地上デジタルテレビ放送（我が国の場合には、エリアワンセグメント放送）に
より、リアルタイムで配信することができる。
【０２５８】
　これにより、手術室１２において、患者１６に対して医師１８が手術を行っている場合
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に、カメラ３４は、手術室１２の動画像（カメラ画像）を撮影し、放射線撮影装置２４、
超音波診断装置３０及び内視鏡装置３２は、患者１６内部の動画像（患者１６の診断又は
処置に関わる放射線画像、超音波画像、光学画像）を撮影する。そして、携帯機器４８の
通信部１３０は、これらの動画像を、医療機関内の待合室等の所定領域に待機している患
者１６の家族が所持し、且つ、地上波デジタルテレビ放送の受信機能を有する携帯電話機
等の携帯機器１２０ｂや、該医療機関内の手術室１２、準備室５０又は会議室等の所定領
域にいる他の医療関係者（医師、研修医、医学生）が所持し、且つ、地上波デジタルテレ
ビ放送の受信機能を有する携帯電話機等の携帯機器１２０ａや、前記所定領域に設置され
たディスプレイ等の表示装置１２４に配信することができる。
【０２５９】
　この結果、患者１６の家族や他の医療関係者に向けて、動画像を実況中継することがで
き、患者１６に対する手術が適切に行われているか否かが明確となる。また、患者１６の
家族と他の医療関係者とが同室にいれば、患者１６の家族は、携帯機器１２０ｂの表示部
２９０ｂや、表示装置１２４の表示部２９２に表示された動画像を見ながら、患者１６に
対する手術の進行状況等について、他の医療関係者から適宜説明を受けることも可能とな
る。さらに、他の医療関係者は、医師１８に対して適切な助言を行うことができる。
【０２６０】
　このように、第３の特徴的な機能によれば、手術室１２での患者１６に対する診断又は
処置の状況を、所定領域内にいる患者１６の家族や他の医療関係者に向けて、リアルタイ
ムで放送することが可能となる。
【０２６１】
　また、携帯機器４８の通信部１３０は、放射線撮影装置２４から無線通信により放射線
画像を直接受信するか、又は、放射線撮影装置２４から光ファイバケーブル５８及びコン
ソール５２を介して無線通信により放射線画像を受信する。いずれの場合でも、携帯機器
４８は、地上デジタルテレビ放送の中継器として機能することになる。
【０２６２】
　さらに、通信部１３０は、動画像と暗号化された各種の情報とを所定領域内にリアルタ
イムで放送する場合、所定領域内の携帯機器１２０ａは、暗号化された各種の情報に対す
る復号化を行って動画像と前記情報とを閲覧可能であり、一方で、携帯機器１２０ｂ及び
表示装置１２４は、動画像のみ閲覧可能である。これにより、動画像と個人情報である暗
号化された各種の情報とは、他の医療関係者のみ閲覧できる一方で、患者１６の家族は、
動画像のみ閲覧することになる。この結果、第三者が携帯電話機を用いて個人情報を閲覧
することを阻止することができる。
【０２６３】
　さらにまた、地上デジタルテレビ放送を行う携帯機器４８は、患者１６から僅かに離れ
て載置台４６上に配置されているため、地上デジタルテレビ放送による電波が患者１６に
及ぼす影響を抑制することができると共に、患者１６の存在により地上デジタルテレビ放
送の電波状況が影響されることを回避することができる。
【０２６４】
　また、手術室１２内の各種の医療機器ではなく、携帯機器４８から地上デジタルテレビ
放送を行うため、可搬型の放射線撮影装置２４、超音波診断装置３０及び内視鏡装置３２
や、これらの医療機器に搭載されたバッテリに該地上デジタルテレビ放送の電波が及ぼす
影響を抑制することもできる。
【０２６５】
［第１～第３の特徴的な機能に共通する効果］
　第１～第３の特徴的な機能では、携帯機器４８がタブレットＰＣ、ハンドヘルドコンピ
ュータ又はＰＤＡであるため、患者１６の近傍にまで該携帯機器４８を容易に持ち運ぶこ
とが可能となる。
【０２６６】
　特に、タブレットコンピュータは、キーボードやマウスがなく、表面に凹凸がないため
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、手術後にタブレットコンピュータの表面に対して滅菌処理を行えば、該表面を清潔にす
ることができ、院内感染を防止することも可能となる。
【０２６７】
　また、携帯機器４８は、滅菌袋２００に密封された状態で使用され、医師１８は、滅菌
袋２００を介して携帯機器４８を操作することになるので、該携帯機器４８を清潔に維持
することができる。なお、滅菌袋２００が使い捨ての透明な袋であれば、携帯機器４８に
対して滅菌処理を施すことなく、携帯機器４８を新たな滅菌袋２００に密封して繰り返し
使用することができる。
【０２６８】
　なお、本発明は、上述の実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々
の構成を採り得ることは勿論である。
【符号の説明】
【０２６９】
１０…医療システム
１２…手術室
１６…患者
１８…医師
２０…放射線
２２…放射線出力装置
２４…放射線撮影装置
３０…超音波診断装置
３２…内視鏡装置
３４…カメラ
３６、１２４…表示装置
４８、１２０ａ、１２０ｂ…携帯機器
５２…コンソール
５４…放射線技師（技師）
８６…画像記憶部
９４、１００、１３０、１７０、１７２…通信部
９８…信号処理部
１０６…放射線源
１３８、１８０…切替処理部
１４０、１８２…送受信設定部
１４２、１８４…暗号化処理部
１４４、１８６…画像処理部
１４６、１８８…画像メモリ
１５０…タッチパネル
１５２、１９８…情報管理部
１５４、１９９…操作制御部
１６０、１９２、２９０ａ、２９０ｂ、２９２…表示部
１６２、１９４…操作部
２０２、２１０、２４０、２６０…動画像
２０４、２１２、２１４、２２６、２３０～２３６、２４２、２４４、２４８～２５２、
２５６、２６２、２６４、２６８、２７０、２７２、２８２…アイコン
２１６、２４６、２６６…個人情報表示領域
２２８…テキストボックス表示領域



(36) JP 2013-111402 A 2013.6.10

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(37) JP 2013-111402 A 2013.6.10

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(38) JP 2013-111402 A 2013.6.10

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(39) JP 2013-111402 A 2013.6.10

【図１３】 【図１４】



(40) JP 2013-111402 A 2013.6.10

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ａ６１Ｂ   5/00    １０２Ｅ          　　　　　

(72)発明者  大田　恭義
            神奈川県足柄上郡開成町宮台７９８番地　富士フイルム株式会社内
(72)発明者  西納　直行
            神奈川県足柄上郡開成町宮台７９８番地　富士フイルム株式会社内
(72)発明者  中津川　晴康
            神奈川県足柄上郡開成町宮台７９８番地　富士フイルム株式会社内
(72)発明者  岩切　直人
            神奈川県足柄上郡開成町宮台７９８番地　富士フイルム株式会社内
(72)発明者  北野　浩一
            神奈川県足柄上郡開成町宮台７９８番地　富士フイルム株式会社内
Ｆターム(参考) 4C093 AA01  AA03  CA17  CA50  EE02  EE16  EE30  FA02  FA03  FA13 
　　　　 　　        FA42  FG07  FH02  FH06  FH10 
　　　　 　　  4C117 XB15  XE43  XE44  XE46  XG03  XH19  XH27  XL27  XM02  XM16 
　　　　 　　        XR09 
　　　　 　　  4C161 FF43  WW01  WW14 
　　　　 　　  4C601 BB02  EE11  EE30  KK01  KK35  KK45  KK47  LL33 



专利名称(译) 医学图像广播系统

公开(公告)号 JP2013111402A 公开(公告)日 2013-06-10

申请号 JP2011262837 申请日 2011-11-30

[标]申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

[标]发明人 大田恭義
西納直行
中津川晴康
岩切直人
北野浩一

发明人 大田 恭義
西納 直行
中津川 晴康
岩切 直人
北野 浩一

IPC分类号 A61B6/00 A61B8/14 A61B1/00 A61B5/00

FI分类号 A61B6/00.360.Z A61B6/00.320.Z A61B8/14 A61B1/00.300.D A61B5/00.102.C A61B5/00.102.E A61B1
/00.550 A61B1/045.610

F-TERM分类号 4C093/AA01 4C093/AA03 4C093/CA17 4C093/CA50 4C093/EE02 4C093/EE16 4C093/EE30 4C093
/FA02 4C093/FA03 4C093/FA13 4C093/FA42 4C093/FG07 4C093/FH02 4C093/FH06 4C093/FH10 
4C117/XB15 4C117/XE43 4C117/XE44 4C117/XE46 4C117/XG03 4C117/XH19 4C117/XH27 4C117
/XL27 4C117/XM02 4C117/XM16 4C117/XR09 4C161/FF43 4C161/WW01 4C161/WW14 4C601/BB02 
4C601/EE11 4C601/EE30 4C601/KK01 4C601/KK35 4C601/KK45 4C601/KK47 4C601/LL33

代理人(译) 山野 明

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：实时地向手术室等中的受试者（患者）诊断或治疗对预
定区域内的患者的家庭成员或医疗人员的情况。 医学图像广播系统包括
至少一个用于拍摄与对象的诊断或治疗有关的运动图像的拍摄装置和用
于从拍摄装置获取运动图像的便携式装置（48）。移动设备（48）包括
图像广播单元（130），其将运动图像实时广播到预定区域内的通信设备
或信息设备。 点域

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0187d2e9-5260-4f5e-83c7-1f8a447dd80a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/048707557/publication/JP2013111402A?q=JP2013111402A

